
律
令
期
の
伝
馬
制
と
交
通
路
体
系
に
つ
い
て
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－
「
伝
路
」
概
念
の
再
検
討
を
通
じ
て
一

弓F

井

直

哉

【
要
約
】
　
近
年
、
郡
家
間
交
通
路
を
伝
馬
制
等
と
結
び
つ
け
て
「
末
路
」
と
呼
称
し
、
律
令
期
に
お
け
る
交
通
路
体
系
が
駅
路
と
「
都
路
」
に
よ
り
構
成

さ
れ
て
い
た
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
し
か
し
、
伝
馬
や
伝
馬
は
、
郡
家
間
の
交
通
路
上
の
み
を
往
来
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
郡
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
道

路
上
を
往
来
し
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
通
行
が
駅
路
上
に
限
定
さ
れ
る
駅
馬
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
郡
家
間
交
通

路
の
み
を
「
伝
路
」
と
呼
び
、
あ
た
か
も
駅
路
と
対
比
さ
れ
る
交
通
路
体
系
が
存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
伝
馬
は
駅

路
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
地
方
交
通
路
で
の
利
用
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
伝
馬
制
は
、
駅
制
の
み
で
は
カ
バ
ー
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
律
令
国
家
の
中
央
－
地

方
間
交
通
を
補
完
す
る
制
度
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
五
巻
穴
号
　
二
〇
〇
二
年
【
【
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
律
令
期
の
日
本
の
交
通
制
度
に
は
、
管
制
と
並
ん
で
伝
馬
制
が
あ
っ
た
。
伝
馬
制
と
は
、
郡
ご
と
に
五
匹
の
馬
を
置
く
も
の
で
あ
り
、
伝
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
赴
任
国
司
や
罪
人
の
移
送
や
、
伝
符
を
携
え
た
公
使
の
往
来
の
際
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
伝
馬
制
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
駅
馬
に
比
べ
る
と
史
料
が
少
な
く
不
明
な
点
が
多
い
が
、
従
来
、
伝
馬
は
郡
の
中
核
施
設
で
あ
る
郡
家
に
置

か
れ
、
基
本
的
に
は
駅
馬
の
通
る
駅
路
と
は
別
の
交
通
路
上
を
通
行
し
た
と
み
る
の
が
一
般
的
な
見
方
で
あ
る
。
例
え
ば
青
木
和
夫
は
、
各
郡
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家
に
は
伝
馬
が
用
意
さ
れ
て
い
た
と
み
て
、
国
府
と
郡
家
と
を
連
絡
す
る
路
を
「
伝
馬
の
路
」
と
呼
び
、
駅
路
に
つ
ぐ
重
要
な
交
通
路
と
し
て

　
⑤い

る
。
ま
た
原
秀
三
郎
は
、
郡
家
に
お
け
る
伝
馬
の
供
給
お
よ
び
旅
行
者
に
対
す
る
給
食
・
宿
泊
機
能
に
注
目
し
、
駿
河
国
有
度
郡
と
益
津
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
具
体
事
例
と
し
て
挙
げ
て
、
「
伝
馬
の
道
」
と
「
駅
馬
の
道
」
が
別
路
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
佐
々
木
慶
～
は
、
伝
馬

が
郡
家
内
に
置
か
れ
て
い
た
と
推
定
し
た
上
で
、
『
半
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
三
月
乙
巳
条
に
み
え
る
「
郡
伝
路
」
を
郡
家
を
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ぶ
令
制
前
か
ら
の
交
通
路
と
解
し
、
律
令
制
下
に
は
、
国
内
の
郡
家
と
国
府
を
結
ぶ
二
次
的
な
交
通
路
と
し
て
機
能
し
た
も
の
と
み
て
い
る
。

　
そ
し
て
～
九
八
○
年
代
後
半
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
伝
馬
の
通
る
郡
家
間
交
通
路
は
木
下
良
に
よ
っ
て
「
伝
路
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
駅
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
対
比
さ
れ
る
交
通
路
体
系
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
律
令
期
の
日
本
に
お
い
て
は
、
駅
綱
と
伝
馬
制
と
い
う
二
つ
の
交

通
制
度
に
対
応
す
る
形
で
、
駅
路
と
「
上
路
」
と
い
う
二
つ
の
国
家
的
交
通
路
体
系
が
存
在
し
た
と
す
る
見
方
が
明
確
に
提
示
さ
れ
る
に
至
っ

た
。

　
も
っ
と
も
、
「
伝
路
」
と
い
っ
た
交
通
路
体
系
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
永
田
英
明
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

伝
馬
制
は
原
則
と
し
て
申
央
政
府
の
使
者
の
た
め
の
制
度
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
お
り
、
厩
牧
令
置
駅
馬
条
に
記
さ
れ
る
「
其
伝
馬
毎
郡
二

五
」
の
伝
馬
設
置
規
定
に
つ
い
て
は
、
「
あ
く
ま
で
も
『
諸
道
』
に
お
け
る
伝
馬
設
置
基
準
を
規
定
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」

　
　
　
　
　
⑩

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
森
田
悌
は
、
「
赴
任
国
司
の
送
迎
を
主
た
る
任
務
の
一
と
す
る
伝
馬
は
、
地
方
道
で
な
く
駅
道
上
に
お
い
て
奉
仕
の
事

に
当
っ
て
い
た
」
と
し
、
伝
馬
の
供
給
は
駅
路
沿
い
に
郡
ご
と
に
適
当
な
聞
隔
を
置
い
て
設
置
さ
れ
た
「
伝
馬
所
」
と
い
う
べ
き
伝
馬
施
設
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
見
方
に
立
つ
場
合
、
伝
馬
は
帯
駅
路
郡
の
み
に
配
置
さ
れ
て
駅
路
上
を
通
行
し
た
こ
と

に
な
り
、
全
て
の
郡
家
間
を
連
絡
す
る
「
伝
路
」
な
る
交
通
路
体
系
の
存
在
は
想
定
で
き
な
く
な
る
。

　
こ
れ
ら
の
説
を
受
け
て
、
木
下
は
改
め
て
「
世
路
」
の
定
義
を
行
い
、
「
全
て
の
郡
に
伝
馬
が
置
か
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
伝
馬
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

乗
ら
な
い
伝
使
も
郡
家
間
を
通
行
し
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
各
郡
家
問
の
道
路
を
全
て
関
路
と
い
う
こ
と
に
す
る
」
と
し
た
。
ま
た
中
村
太
…
は
、

近
年
、
伝
馬
制
を
は
じ
め
、
往
来
入
に
対
す
る
食
料
・
宿
泊
施
設
の
提
供
、
文
書
の
逓
送
、
道
路
の
補
修
な
ど
と
い
っ
た
郡
家
が
持
つ
多
様
な
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⑬

交
通
機
能
を
「
伝
制
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
馬
場
基
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
こ
の
よ
う
な
「
伝
制
」
に
対
応
す
る
道
を
「
伝
路
」
と

　
　
　
⑭

定
義
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
木
下
は
郡
家
問
を
往
来
す
る
伝
使
の
存
在
を
、
中
村
は
郡
家
を
中
心
と
す
る
交
通
機
能
で
あ
る
「
伝
制
」
の
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
と
し
て
、
郡
家
間
交
通
路
を
「
下
路
」
と
呼
称
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
氏
の
い
う
と
こ
ろ
の

「
闇
路
」
と
は
、
郡
家
問
を
結
ぶ
形
で
網
目
状
に
展
開
す
る
交
通
路
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
都
か
ら
放
射
状
に
伸
び
る
駅
路

と
対
比
し
う
る
交
通
路
体
系
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
今
日
で
は
、
こ
う
し
た
「
伝
導
」
概
念
を
受
け
入
れ
て
、
「
伝
路
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

具
体
的
ル
ー
ト
の
復
原
を
試
み
る
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
木
下
、
中
村
両
氏
が
提
唱
す
る
「
伝
路
」
概
念
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
ま
ず
一
つ
に
は
、
木
下
が
「
全
て
の
郡
に
伝
馬
が
置
か
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
伝
馬
の
設
置
を
特
定
の
郡
に
限

定
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
伝
馬
が
中
央
派
遣
使
の
た
め
の
交
通
手
段
で
あ
っ
た
と
す
る
永
田
の
主
張

を
受
け
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
伝
馬
が
全
郡
設
置
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
特
定
の
郡
に
置
か
れ
た
も
の
な
の
か
は
、

と
も
に
伝
馬
が
駅
路
上
で
運
用
さ
れ
た
と
み
る
永
田
、
森
田
両
者
の
間
で
も
見
解
が
分
れ
て
い
る
。
永
田
は
、
厩
牧
令
諸
道
置
駅
馬
条
の
伝
馬

設
置
規
定
を
、
条
文
構
成
か
ら
帯
駅
路
郡
に
お
け
る
伝
馬
設
置
規
定
と
み
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
史
料
解
釈
の
一
つ
の
可
能
性
を
示
し
た

に
過
ぎ
な
い
。
帯
駅
路
郡
な
ど
の
よ
う
な
特
定
の
郡
に
伝
馬
が
置
か
れ
た
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
条
以
外
の
史
料
か
ら
も
そ
れ
を
裏
づ
け
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
伝
馬
に
乗
ら
な
い
伝
使
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
確
か
に
、
天
平
年
間
の
「
周
防
国
正
健
民
」
に
は
「
船
伝

使
」
な
る
語
が
み
ら
れ
、
伝
馬
を
利
用
し
な
い
伝
使
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
例
の
み
を
も
っ
て
伝
馬
に
乗
ら

な
い
伝
使
が
一
般
的
に
存
在
し
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
は
拙
速
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
伝
使
が
伝
馬
と
切
り
離
し
て
存
在
し
得
た
の
か
、
伝

使
の
語
義
も
含
め
、
こ
の
前
提
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
三
に
、
行
使
に
対
す
る
伝
馬
や
食
料
の
供
給
が
、
郡
家
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
郡

96 （866）
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家
以
外
に
伝
馬
の
設
置
場
所
を
求
め
る
前
述
の
森
田
の
よ
う
な
見
方
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
に
つ
い
て
は
何
も
検
証
さ
れ
て
い
な
い
。

伝
馬
や
食
糧
の
供
給
が
郡
家
で
な
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
郡
家
以
外
で
も
な
さ
れ
た
の
か
は
、
「
伝
路
」
の
定
義
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で

あ
る
。
こ
の
点
を
検
証
し
な
い
ま
ま
郡
家
間
交
通
路
を
「
伝
路
」
と
呼
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
最
後
は
、
中
村
が
郡
家
問
交
通
路
を
「
走
路
」
と
呼
称
す
る
際
の
根
拠
と
し
て
い
る
「
伝
制
」
な
る
制
度
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
永
田
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
郡
家
の
交
通
機
能
」
を
「
伝
」
と
い
う
仁
心
で
表
現
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
と

　
　
　
　
　
　
⑰

い
う
問
題
が
あ
る
。
郡
家
で
行
わ
れ
て
い
た
食
料
供
給
や
文
書
の
伝
達
を
「
伝
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
郡
家
間
交
通
路

に
対
し
て
「
伝
心
」
と
い
う
呼
称
を
与
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
、
「
伝
」
字
そ
の
も
の
に
そ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た

の
か
は
、
史
料
に
立
ち
戻
っ
て
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
現
在
み
ら
れ
る
「
伝
路
」
概
念
と
は
、
伝
馬
制
そ
の
も
の
の
実
態
が
い
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
献
史
学
の

～
部
の
研
究
成
果
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
定
義
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
曖
昧
な
前
提
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。
現

実
に
郡
家
問
交
通
路
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
ま
た
駅
路
以
外
の
場
所
で
も
計
画
的
磁
路
が
敷
設
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
交
通
路
を
伝
馬
制
や
他
の
交
通
制
度
と
関
連
づ
け
て
「
伝
路
」
と
呼
称
し
、
駅
路
と
対
比
し
う
る
国
家
レ
ベ
ル
の
交
通
路

体
系
と
み
な
す
こ
と
は
、
は
た
し
て
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
郡
家
間
交
通
路
を
ど
の
よ
う
に
呼
ぶ
か
と
い
う
問
題
に
と

ど
ま
ら
ず
、
わ
が
国
の
古
代
交
通
の
あ
り
様
を
理
解
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
鳥
路
」
概
念

の
再
検
討
を
通
じ
て
、
律
令
期
の
伝
馬
制
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
律
令
期
の
交
通
路
体
系
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
を
考
察

す
る
こ
と
に
し
た
い
。
次
章
で
は
、
ま
ず
先
に
指
摘
し
た
「
理
路
」
概
念
の
前
提
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
関
連
資
料
の
検
討
を
行
う
。

＠＠o
厩
牧
令
諸
道
麗
駅
馬
条
。

公
式
令
給
駅
伝
馬
条
。

鷹
牧
令
諸
道
置
駅
馬
条
義
解
。

④
本
稿
で
は
「
郡
家
」
の
語
を
、
㎝
定
の
範
囲
内
に
存
在
す
る
郡
庁
と
こ
れ
を
と

　
り
ま
く
関
連
施
設
群
の
意
で
用
い
る
。

⑤
青
木
和
夫
魍
目
本
律
令
国
家
論
孜
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
、
二
九
〇
…
二
九
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一
頁
。
（
初
出
は
「
律
令
国
家
の
交
通
施
設
」
『
体
系
日
本
史
叢
書
二
四
　
交
通

　
史
』
山
川
出
版
社
、
一
九
七
〇
。
）

⑥
原
秀
三
郎
「
駿
河
国
府
と
安
倍
市
」
噸
静
岡
市
史
原
始
・
古
代
・
申
出
㎞
、
～

　
九
八
～
。

⑦
佐
々
木
慶
一
『
古
代
東
国
社
会
と
交
通
㎞
校
倉
書
房
、
二
六
ニ
ー
二
六
四
頁
。

　
（
初
出
は
「
律
令
駅
伝
制
の
再
検
討
」
竹
内
理
三
先
生
喜
寿
記
念
論
文
刊
行
会
編

　
『
律
令
制
と
古
代
社
会
』
東
京
堂
出
版
、
～
九
八
四
。
）

⑧
木
下
良
「
近
年
に
お
け
る
古
代
道
路
研
究
の
成
果
と
課
題
」
人
文
地
理
四
〇
…

　
四
、
一
九
八
八
。

⑨
永
田
英
明
「
律
令
国
家
に
お
け
る
伝
馬
制
の
機
能
」
交
逓
史
研
究
；
二
、
～
九

　
九
二
。

⑩
永
田
英
明
「
七
道
刷
と
駅
馬
・
伝
馬
」
古
代
交
通
研
究
七
、
一
九
九
七
。

⑪
森
田
悌
門
伝
馬
酬
の
考
察
」
続
日
本
紀
研
究
二
八
五
、
一
九
九
三
。

⑫
木
下
良
「
日
本
の
古
代
道
路
」
古
代
文
化
四
七
、
一
九
九
五
。

⑬
馬
場
基
門
出
と
伝
と
伝
馬
の
構
造
扁
史
学
雑
誌
一
〇
五
－
三
、
一
九
九
六
。

⑭
中
村
太
「
『
日
本
の
古
代
道
路
を
探
す
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
、
　
三
－
四
七

　
頁
。

⑮
な
お
中
村
は
、
「
伝
制
」
の
一
部
を
な
す
伝
馬
制
に
対
応
す
る
道
を
「
伝
馬
路
」

　
と
名
づ
け
た
上
で
、
律
令
国
家
の
交
通
路
体
系
が
、
①
駅
路
、
②
各
郡
家
を
中
心

　
と
し
て
隣
接
地
域
に
至
る
網
目
状
の
宮
道
体
系
で
あ
る
「
伝
路
扁
、
③
「
伝
路
」

　
の
～
部
を
中
央
と
の
連
絡
用
に
編
成
し
た
樹
形
状
の
交
通
路
体
系
で
あ
る
「
伝
馬

　
路
」
、
の
三
つ
の
系
統
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
（
前
掲
⑭
）

⑯
a
木
本
雅
康
「
下
野
国
の
古
代
伝
路
に
つ
い
て
」
交
通
史
研
究
三
〇
、
一
九
九

　
三
。
b
岡
「
古
代
伝
路
の
復
原
と
問
題
点
」
古
代
交
通
研
究
七
、
～
九
九
七
。
c

　
同
『
古
代
の
道
路
事
情
隔
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
、
一
四
六
一
一
七
九
頁
。
な

　
ど
。

⑰
前
掲
⑩
。
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二
　
「
伝
路
」
概
念
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
検
討

（
1
）
伝
馬
の
設
置
郡

本
節
で
は
、
伝
馬
が
置
か
れ
た
郡
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
駅
馬
と
伝
馬
の
設
置
に
関
し
て
は
厩
牧
令
諸
道
古
駅
意
思
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

　
　
　
凡
諸
道
置
二
駅
馬
4
大
路
廿
疋
。
中
路
十
疋
。
小
路
五
疋
。
使
稀
之
処
。
国
司
量
置
。
不
二
必
須
す
足
。
（
中
略
）
其
伝
馬
毎
レ
郡
各
五
。
（
以
下
略
）

　
こ
の
条
文
の
「
其
伝
馬
毎
レ
郡
野
壷
」
に
つ
い
て
は
、
『
令
集
解
』
に
「
釈
云
。
小
路
使
稀
之
処
。
不
二
必
須
び
足
也
。
古
記
元
レ
別
心
。
」
（
傍



律令期の伝馬鋼と交通路体系について（門井）

線
は
筆
者
に
よ
る
）
と
あ
る
。
永
田
は
こ
れ
に
注
目
し
、
こ
こ
に
い
う
「
小
路
」
と
は
、
条
文
冒
頭
に
み
え
る
大
路
・
中
路
・
小
路
と
い
う
駅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

路
の
区
分
に
対
応
す
る
も
の
で
、
八
世
紀
の
明
法
家
に
は
、
伝
馬
は
基
本
的
に
駅
路
上
で
運
用
さ
れ
る
も
の
と
の
理
解
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
森
田
は
、
令
釈
・
古
記
に
続
い
て
「
伝
馬
元
レ
使
之
道
者
豊
年
。
」
と
す
る
雲
頂
の
注
釈
に
つ
い
て
も
、
「
古
記
・
令
釈
の
い
う
『
小
路
使

稀
之
処
』
の
つ
き
つ
め
た
あ
り
方
を
想
定
し
『
（
小
路
ニ
シ
テ
）
白
墨
キ
ノ
道
』
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
置
駅
馬
条
集
解
の
古
記
・

令
釈
・
跡
記
か
ら
な
る
明
法
注
も
伝
馬
の
配
置
の
有
無
を
駅
道
の
公
使
の
往
来
と
結
び
つ
け
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
、
明
法
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

理
解
に
お
い
て
伝
馬
と
駅
道
と
が
密
接
し
て
い
た
様
子
が
窺
知
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。

　
し
か
し
、
古
記
と
仁
万
が
駅
路
の
区
分
に
対
応
し
て
伝
馬
設
置
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
が
成
立
し
た
当
時
、
す
で
に
伝

馬
が
駅
路
上
に
お
い
て
運
用
さ
れ
る
例
が
多
く
、
そ
れ
が
令
文
解
釈
に
反
映
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
ま
た
跡
記
の
解
釈
は
、
文
字
ど
お
り
、

公
使
の
往
来
の
な
い
郡
で
も
原
則
と
し
て
伝
馬
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
、
非
帯
駅
路
郡
を
含
む
全
て
の
郡
に
お
け
る
公
使
の
往
来
を
想
定
し
た

も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
明
法
家
の
注
釈
か
ら
は
、
必
ず
し
も
置
駅
馬
条
の
伝
馬
設
置
規
定
が

帯
駅
路
郡
の
み
の
伝
馬
設
置
を
規
定
し
た
も
の
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
諸
道
置
駅
馬
条
の
「
其
伝
馬
毎
レ
郡
各
五
」
に
つ
い
て
は
、

青
木
和
夫
ら
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
天
平
年
間
の
正
税
帳
や
郡
稲
帳
の
伝
馬
や
死
馬
皮
の
売
買
記
事
に
よ
っ
て
、
当
時
駅
路
が
通
過
し
て

い
な
か
っ
た
越
前
国
大
野
郡
や
和
泉
監
の
大
野
郡
・
和
泉
郡
・
日
根
郡
な
ど
に
も
伝
馬
が
設
置
さ
れ
て
い
た
事
実
が
判
明
す
る
こ
と
か
ら
、
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

帯
駅
路
郡
を
含
め
た
全
て
の
郡
に
お
け
る
伝
馬
の
設
置
を
定
め
た
も
の
と
み
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
厩
牧
令
乗
伝
馬
条
に
は
、

　
　
凡
官
入
乗
二
伝
馬
一
出
レ
使
者
。
所
レ
至
之
処
。
砦
用
二
官
物
↓
准
レ
位
供
給
。
（
以
下
略
）

と
の
規
定
が
あ
る
。
「
所
レ
至
之
処
」
と
は
、
集
解
古
記
に
よ
る
と
「
馬
替
之
処
也
」
で
あ
り
、
賢
婦
背
或
云
で
は
「
所
レ
至
之
処
。
毎
レ
郡
供
レ

塁
壁
」
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
馬
を
利
用
す
る
公
使
は
、
郡
ご
と
に
伝
馬
を
乗
り
継
ぎ
、
そ
こ
で
位
に
応
じ
た
食
料
や
宿
泊
施
設
な

ど
の
供
給
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
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※駅家位置の推定は『古代日本の交通路』皿（大明堂、1978）による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1図　周防国の諸郡家推定地と駅路
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し
か
し
、
天
平
一
〇
年
（
七
三
八
）
の
周
防
国
正
税
帳
で
は
、
周
防
国
五
郡
（
第
－
図
）
を
往
来
し
た
伝
使
へ
の
給
食
日
数
は
、
雷
雲
の
通
過

が
想
定
さ
れ
る
郡
の
数
よ
り
も
一
つ
少
な
い
日
数
と
な
っ
て
お
り
、
伝
記
に
対
す
る
給
食
を
行
わ
な
い
郡
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
岡
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

登
は
そ
れ
を
養
老
五
年
（
七
二
一
）
に
熊
毛
郡
か
ら
分
立
し
た
玖
珂
郡
と
し
、
周
防
国
で
は
天
平
一
〇
年
の
時
点
で
も
、
そ
の
ま
ま
分
郡
以
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
状
態
で
給
食
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。
ま
た
岡
田
は
、
玖
珂
郡
に
は
伝
馬
も
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
て
お
り
、
こ
れ
に

従
う
な
ら
ば
、
伝
馬
は
必
ず
し
も
全
て
の
郡
に
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
も
っ
と
も
現
在
の
と
こ
ろ
、
八
世
紀
に
お
い
て
伝
馬
が
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
う
る
例
は
玖
珂
郡
の
み
で
あ
る
。
そ
の
玖
珂

郡
に
し
て
も
、
伝
馬
が
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
郡
の
分
立
と
い
う
特
別
な
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
伝
馬
が
置
か
れ
な
か
っ
た
郡
が

一
般
的
に
存
在
し
た
状
況
は
想
定
し
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
律
令
の
原
則
に
関
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
伝
馬
の
全
景
設
置
を
求
め

た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
　
伝
使
の
交
通
手
段

律令期の伝馬制と交通路体系について（門井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
従
来
、
伝
使
と
は
、
伝
馬
に
乗
り
、
官
物
の
供
給
を
受
け
る
官
使
の
意
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
昨
今
は
、
伝
馬
に
乗
ら
な
い
伝
使
の
存
在

ま
で
も
が
想
定
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
伝
使
は
実
際
に
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
仮
に
伝
馬
に
乗
ら
な
い

伝
使
が
存
在
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「
伝
使
」
の
要
件
と
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
「
伝
使
」
の
語
は
令
文
中
に
は
な
く
、
そ
の
実
例
は
、
天
平
八
年
（
七
三
六
）
の
薩
摩
国
正
税
帳
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
の
但
馬

国
正
古
帳
お
よ
び
豊
後
国
正
税
帳
、
天
平
一
〇
年
（
七
三
八
）
の
周
防
国
正
税
帳
な
ど
に
現
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
但
馬
国
正
税
帳
お
よ
び
周
防

国
正
税
帳
で
は
、
貫
主
使
の
身
分
・
人
物
名
が
判
明
し
、
豊
後
国
正
税
帳
で
も
そ
れ
ら
の
一
部
を
推
定
し
う
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
れ
ら
正
税

帳
の
伝
使
に
関
す
る
記
事
か
ら
伝
使
の
交
通
手
段
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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①
天
平
九
年
（
七
三
七
）
但
馬
国
正
税
帳

　
但
馬
国
正
画
帳
で
は
、
但
馬
国
内
を
往
来
す
る
伝
使
に
支
給
し
た
食
料
が
、
「
当

国
所
遣
駅
伝
使
」
と
「
経
過
上
下
伝
使
」
の
二
つ
の
項
に
分
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
前
者
が
「
但
馬
国
府
に
お
い
て
着
発
し
た
駅
伝

使
」
、
後
者
が
「
国
府
に
関
わ
り
な
く
、
単
に
但
馬
国
を
通
過
し
た
だ
け
の
伝
使
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
、
す
で
に
柳
雄
太
郎
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
但

馬
国
府
の
置
か
れ
た
気
多
郡
は
山
陰
道
の
本
路
か
ら
外
れ
る
た
め
（
第
2
図
）
、
両
者

の
経
路
は
異
な
る
も
の
と
な
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
ま
ず
「
当
国
所
遣
駅
伝
使
」
の
内
訳
を
見
て
み
る
と
（
第
－
表
）
、

「
当
国
所
演
駅
伝
使
」
と
し
て
一
〇
人
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、
1
～

6
の
使
者
に
つ
い
て
は
「
駅
使
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
7
～
1
0
の
使
者
が
伝
使
と 102 （872）

し
て
扱
わ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
ら
7
～
1
0
の
使
者
が
伝
馬
利
用
者
で
あ
っ
た
と
は
即
断
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
永
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
伝
馬
の
利

用
証
で
あ
る
伝
符
は
、
律
令
法
で
は
諸
国
へ
の
配
備
規
定
を
欠
い
て
お
り
、
中
央
政
府
の
み
に
置
か
れ
る
の
が
原
則
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

⑨る
。
伝
符
が
中
央
政
府
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
7
～
1
0
の
使
者
は
、
太
政
官
文
書
を
但
馬
国
府
へ
と
逓
送
し
て
き
た
丹
後

国
の
人
物
と
、
因
幡
国
へ
と
逓
送
す
る
但
馬
国
の
入
物
で
あ
り
、
彼
ら
が
伝
符
を
携
行
し
て
伝
馬
の
供
給
を
受
け
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
る
。

　
も
っ
と
も
地
方
宮
司
に
も
伝
符
が
配
備
さ
れ
た
例
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）
四
月
に
は
大
宰
府
に
伝
符
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

○
枚
が
支
給
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
三
月
に
は
「
按
察
指
向
レ
京
。
二
子
ゴ
行
属
国
一
之
日
。
乗
レ
伝
給
レ
食
。
」
と
し
て
、
常



律令期の伝馬制と交通路体系について（門井）

　　　　　　　　　　　第1表　天平9年但馬国正税帳「伝使」一覧

　　当国所遣駅伝使の内訳

種　　　別 使　者　名 従者数 供給日数

1 依職鍍幣島所遣駅使 従七位下中臣葛連子稲 2 lo艮

2 依繭披幣吊所遣駅使 従八位上中臣連爾伎比等 2 ！0日

3 費免罪赦書来駅使 丹後国史生正八位上檜前村主稲麻呂 2 2日

4 贅免罪赦書来駅使 送因幡国当函大毅正八位上忍海部廣庭 2 3日

5 喪免罪井賑給赦書来駅使 丹後国目正八位上毫忌寸国依 2 2日

6 甕免罪井賑給赦書来駅使 送因幡国当国史生大初位上大石村主贋遵 1 3日

7 費太政官逓送免田租詔書来使 丹後国少毅刑立丹波直足鴎 1 2日

8 贅太政官逓送免田租詔書来使 送國幡国当国少毅外大初位下品治部君大隅 1 3日

9 贅太政官逓送疫病者給粥檀料符来使 丹後国与射郡大領外従八位上海直忍立 1 2B

10 贅太政官逓送疫病者給粥檀料符来使 送霞幡国当函気多郡主帳外少初位上桑氏連老 1 3日

経過上下伝使の内訳

種　　　別 使　者　名 従者数 供給日数

1 赴任所二箇国伝使 因繍国守従五位下丹比真入家主 9 2日

2 赴任所二箇麟云使 出雲国橡従六位下縣犬甘宿調黒麻呂 3 2日

3 上下二箇国中宮職捉稲使
… … 一

陸
国
に
一
〇
剋
、
遠
江
国
に
七
剋
の
伝
符
が
支
給
さ
れ
た
と
い

　
　
　
　
　
⑪

う
事
例
が
あ
る
。
た
だ
し
大
宰
府
の
場
合
は
、
永
田
の
言
う
よ

う
に
、
西
海
道
諸
国
と
の
間
に
管
領
関
係
を
結
ぶ
準
中
央
官
司

と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
伝
符
の
配
備
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

認
め
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
常
陸
国
と
遠
江
国
に

配
備
さ
れ
た
伝
符
は
、
按
察
使
の
上
京
あ
る
い
は
属
国
巡
行
と

い
う
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
目
的
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
常
陸
国
や
遠
江
圏
は
、
国
守
が
按
察
使
を
兼
任
す
る
特

別
な
国
で
あ
っ
た
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例

を
敷
術
し
て
諸
国
へ
の
伝
符
配
備
を
想
定
す
る
に
し
て
も
、
そ

れ
は
せ
い
ぜ
い
国
守
が
按
察
使
を
兼
任
す
る
国
々
に
限
ら
れ
た

措
置
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
国
守
も
按
察
使
を
兼
任

し
て
い
な
い
但
馬
国
と
丹
後
国
に
伝
符
が
配
備
さ
れ
て
い
た
可

能
性
は
低
い
。

　
と
は
い
え
7
～
1
0
の
人
物
に
関
し
て
は
、
や
は
り
伝
馬
を
利

用
し
え
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
公
式
令
符

式
条
に
、
使
人
位
姓
名
、
駅
鈴
ま
た
は
伝
符
の
剋
数
を
太
政
官

符
の
末
尾
に
記
す
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
大

日
方
克
己
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
太
政
官
符
を
伝
達
す
る
使
者

ゆ⑱鵬



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
路
次
に
逓
送
供
給
さ
せ
る
…
機
能
は
、
太
政
官
符
自
体
に
も
付
加
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
7
～
1
0
の
人
物
は
中
央
発
遣
使
で
は
な
い

も
の
の
、
い
ず
れ
も
太
政
官
符
な
い
し
詔
書
を
逓
送
す
る
使
者
で
あ
り
、
伝
符
に
か
わ
る
文
書
に
よ
っ
て
伝
馬
を
利
用
し
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
な
お
、
駅
鈴
が
支
給
さ
れ
な
く
と
も
駅
馬
を
利
用
し
て
い
た
「
無
レ
鈴
雑
使
」
（
『
類
聚
三
代
格
賑
巻
一
八
、
延
暦
一
九
年
（
八
○
○
）
正
月
一
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

宮
符
）
の
存
在
か
ら
、
森
哲
也
は
伝
符
を
支
給
さ
れ
な
く
と
も
伝
馬
利
用
を
認
め
ら
れ
た
使
者
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
が
、
市
大
樹
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

よ
う
な
使
者
の
実
例
と
し
て
、
『
延
喜
式
』
主
税
下
正
税
帳
条
に
み
え
る
「
無
爵
」
を
挙
げ
て
い
る
。
同
条
に
は
「
伝
使
」
と
し
て
①
玉
壷
国

司
、
②
薪
任
講
師
、
③
艦
上
御
釜
使
、
④
丘
上
御
玉
使
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
伝
符
の
支
給
を
受
け
た
も
の
は
①
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
②
に
つ
い
て
は
、
『
延
喜
式
』
太
政
官
式
新
任
国
司
食
伝
条
の
割
注
に
「
講
読
師
赴
レ
任
准
レ
此
。
唯
不
レ
無
二
伝
符
に
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

伝
符
こ
そ
支
給
さ
れ
な
い
が
、
伝
符
の
支
給
を
受
け
た
新
任
国
司
と
同
待
遇
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
③
に
つ
い
て
も
、
『
続
日
本

紀
』
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
四
月
甲
子
条
の
太
政
官
処
分
に
「
又
国
内
所
レ
出
珍
奇
隠
味
湧
物
、
国
郡
蛍
雪
匿
不
レ
進
。
重
弁
下
士
二
乏
少
ハ
而
不
吉

進
。
自
今
已
後
、
物
忌
二
乏
少
ハ
不
レ
限
二
駅
伝
一
任
レ
便
貢
進
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
伝
馬
の
利
用
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
④
に

つ
い
て
は
、
と
く
に
伝
馬
の
利
用
を
認
め
た
史
料
は
な
い
も
の
の
、
②
と
嗣
じ
く
貢
御
物
を
進
上
す
る
使
者
と
い
う
こ
と
で
、
伝
馬
を
利
用
で

き
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
延
喜
式
』
主
税
下
正
税
帳
条
に
お
い
て
、
伝
符
の
支
給
を
受
け
て
い
た
①
だ
け
で
な
く
、
②
～
④
ま
で
も
が
「
伝
使
」
と

さ
れ
て
い
た
の
は
、
彼
ら
が
伝
馬
の
利
用
資
格
を
有
し
た
者
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
伝
符
を
所
持

し
て
い
る
か
否
か
は
「
伝
使
」
の
要
件
で
は
な
く
、
伝
馬
の
利
用
資
格
を
有
し
た
者
が
「
伝
使
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
さ
て
次
に
「
経
過
上
下
伝
使
」
の
内
訳
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
正
税
帳
で
は
「
経
過
上
下
伝
使
」
の
総
計
を
四
七
名
と
し
て
い
る
が
、
現

存
断
簡
で
「
経
過
上
下
伝
使
」
と
し
て
把
握
で
き
る
の
は
二
項
目
の
み
で
、
二
名
の
「
赴
任
所
二
箇
国
伝
使
」
（
－
、
2
）
と
、
人
数
不
詳
の

「
上
下
二
箇
国
中
宮
職
捉
稲
使
」
（
3
）
で
あ
る
。

　
「
赴
任
所
二
箇
国
伝
使
」
は
因
幡
国
お
よ
び
出
雲
国
に
赴
任
す
る
国
司
で
あ
り
、
但
馬
国
府
に
は
立
ち
寄
ら
ず
山
陰
道
本
道
上
を
往
来
し
た

104 （874）



も
の
と
み
ら
れ
る
。
『
続
日
本
紀
』
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
八
月
乙
亥
条
に
は
、

　
　
太
政
官
処
分
。
新
任
国
司
向
レ
任
之
日
。
伊
賀
。
伊
勢
。
近
江
。
丹
波
。
播
磨
。
紀
伊
等
六
国
。
不
レ
給
二
食
馬
殉
志
摩
。
尾
張
。
若
狭
。
美
濃
。
参
川
。

　
　
越
前
。
丹
後
。
但
馬
。
美
作
。
備
前
。
備
中
。
淡
路
町
十
二
国
営
給
レ
食
。
自
外
諸
国
。
皆
給
二
伝
符
幻
（
下
略
）

と
あ
っ
て
、
赴
任
国
司
に
対
す
る
供
給
の
あ
り
方
は
、
都
か
ら
の
距
離
に
従
っ
て
、
①
食
馬
と
も
に
不
支
給
、
②
食
の
み
支
給
、
③
伝
符
支
給

（
す
な
わ
ち
食
馬
と
も
に
支
給
）
、
と
い
う
三
段
階
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
山
陰
道
諸
国
で
は
因
幡
以
西
の
国
に
赴
任
す
る
国

司
は
伝
符
を
給
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
赴
任
所
二
箇
国
伝
使
」
と
さ
れ
る
因
幡
国
と
出
雲
国
の
国
司
は
、
い
ず
れ

も
伝
符
の
発
給
を
受
け
、
伝
馬
に
よ
っ
て
赴
任
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
「
上
下
二
箇
国
中
宮
職
捉
稲
使
」
に
つ
い
て
も
、
倉
皇
を
使
命
と
し
た
中
央
発
心
使
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
伝
符
の
発
給
を
受

け
て
、
伝
馬
に
よ
っ
て
山
陰
道
本
道
上
を
往
来
し
た
可
能
性
が
高
い
。

律令期の伝馬制と交通路体系について（門井）

　
②
天
平
一
〇
年
（
七
三
八
）
周
防
国
正
税
帳

　
周
防
国
正
税
帳
に
は
、
供
給
開
始
日
順
に
供
給
対
象
と
な
っ
た
使
者
名
が
挙
げ
ら
れ
、
使
者
の
種
別
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
種
別
の

内
、
「
伝
使
」
の
名
称
を
含
む
も
の
を
抽
出
し
た
の
が
第
2
表
で
あ
る
。

　
第
2
表
で
最
も
多
く
み
ら
れ
る
の
は
「
下
伝
使
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
京
よ
り
下
る
伝
使
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
大
宰

府
の
官
人
や
西
海
道
諸
国
に
赴
く
国
司
・
史
生
で
あ
り
、
前
述
の
神
亀
三
年
の
制
に
よ
り
、
伝
符
を
与
え
ら
れ
、
伝
馬
を
利
用
し
て
山
陽
道
を

下
向
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
2
5
お
よ
び
2
6
の
「
伝
使
」
と
「
下
伝
使
」
と
の
違
い
は
判
然
と
し
な
い
が
、
大
隅
国
と
薩
摩
国
の
国
司

で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
「
下
伝
使
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
「
伝
使
」
と
略
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
1
の
「
部
領
叢
論
」
下
苅
間
連
署
徳
は
、
刑
部
省
の
役
人
で
あ
り
、
同
じ
五
月
四
日
の
項
に
「
下
流
人
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

周
防
国
佐
波
郡
人
牟
淫
禮
君
大
町
を
部
領
し
て
き
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
中
央
発
遣
使
で
あ
る
の
で
、
や
は
り
伝
符
の
発
給
を
受
け
、
伝
馬
を
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第2表　天平10年周防国正税帳「伝使」一一覧

日付 種　　別 名　　　前 従者数 供給日数

1 5月4日 部領伝使 刑部少解部従六位下苅間連養徳 2 従来6目

2 6月4日 下伝使 □口［コ勝 3 4日

3 6月4日 下伝使 筑後国橡正七位下忍海連富成 3 4日

4 6月12日 下伝使 豊後国橡従六位下田邊史縣麻呂 3 4日

5 6月15日 下船伝防人部領使 大宰史生従八位上中臣東連益入 ユ 4日

6 6月！7日 下伝使 大宰大監正六位阿倍朝臣子鵡 3 4日

7 6月ユ7日 下船伝防人部領使 大宰少判事従七位下錦部連定麻呂 2 4日

8 6月20日 向京伝使 長門国稲撲人3人、廟！人 一 住来8日

9 6月21日 向京伝使 周防国相撲入3入 一 住来6日

ユ0 6月22日 下伝使 壼伎嶋橡従七位下問人宿鯛玉浦 3 4日

11 6月26日 下伝使 大隅国左大舎入元位大隅直坂磨呂、薩摩
蒼?右大舎人元位薩摩翼国益

ユ 4日

12 7月3臼 下伝使 豊後国目正七位下勲九等河内達入鹿 3 4日

13 7月24日 下伝使 大宰故大誠従四位下小野朝臣骨送使封馬
j生従八位下白氏子虫

3 4日

14 8月29日 下伝使 周防国史生正八位下赤染麻呂 2 3日

15 9月2日 下船伝使 大宰史生正八位下出雲臣君麻呂 2 4日

16 9月1旧 下伝使 豊前国史生大初位下志比安都 2 4日

17 9月！5日 下伝使 封馬史生正八位上漆嶋大名 3 4日

18 9月15日 下伝使 肥後国史生大初位上山闘史方見 2 4日

19 9月ユ5B 下伝使 薩摩国史生従八位下雄山田連麻呂 3 畦日

20 9月22日 下船伝使 筑前国史生大初位上丈部忌寸千城 2 4日

21 10月2日 下伝使 壼伎島史生大初位上物部於伎 2 4日

22 玉0月3日 下伝使 豊前国目従八位上泰子虫 3 4日

23 工0月6日 下伝使 大宰史生従八位上州邊朝臣白足 3 4日

24 10月9日 下伝使 長門国史生大初位下勲十等阿倍朝臣牛養 2 4日

25 10月11日 伝使 大隅国橡正六位下土師宿禰山麻呂 3 4日

26 ユ0月ユ2日 伝使 薩摩国目大初位上次田赤染造上麻呂 3 4日

27 10月12日 下船伝使 筑前国史生大初位下田邊史東人 2 4日

．28 10月1姻 下伝使 豊後国守外従五位下小治照朝臣諸入 9 4日

29 10月14日 下伝使 大隅国史生大初位上日置造三立 2 4日

30 10月20日 下伝使 大隅国守正七位下勲十二等大伴宿輔国人 3 4日

31 10月21日 下船伝使 大宰史生大初位下檜薗舎人連馬養 2 4日

32 10月22日 下伝使 筑前国橡従六位下都保臣古良比 3 4日

33 11月3日 従大宰府向京伝使 僧法義、童子3人 一 4日

34 11月15日 下伝使 大宰少典従七位上朝明史老人 3 4日

35 12月1日 下伝使 筑紫国師僧算泰、従僧2人、沙彌2人、

ｶ子3入
…

嘆日
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律令期の伝馬制と交通路体系について（門井）

利
用
し
て
下
向
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
3
3
の
「
従
大
宰
府
向
京
差
上
」
は
、
文
字
ど
お
り
大
宰
府
か
ら
京
へ
と
向
か
っ
た
伝
使
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
大
宰
府
に
は
慶
雲
二
年

の
制
に
よ
り
伝
符
が
配
備
さ
れ
て
い
た
の
で
、
「
従
大
宰
府
向
直
伝
使
」
は
大
宰
府
か
ら
伝
符
を
給
付
さ
れ
、
伝
馬
を
利
用
し
て
山
陽
道
を
京

へ
と
向
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
法
曽
は
官
人
で
は
な
く
僧
侶
で
あ
る
の
で
、
伝
符
を
給
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
の
時
の
法
認
の
旅
行
の
目
的
が
、
例
え
ば
天
平
九
年
（
七
三
七
）
、
天
下
泰
平
・
国
土
安
寧
祈
願
の
た
め
に
宮
中
に
僧
七
百
人
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

招
い
て
、
大
般
若
経
・
最
勝
王
経
を
転
読
さ
せ
た
よ
う
な
何
ら
か
の
朝
廷
行
事
と
関
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
大
宰
府
か

ら
伝
符
の
発
給
を
受
け
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
か
わ
る
文
書
に
よ
っ
て
伝
馬
を
利
用
し
え
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

　
一
方
、
8
、
9
に
み
え
る
「
向
京
伝
使
」
は
、
長
門
国
と
周
防
国
の
相
撲
人
で
あ
る
が
、
両
国
と
も
に
伝
符
は
配
備
さ
れ
ず
、
伝
符
が
給
付

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
宮
廷
神
事
の
た
め
に
都
に
赴
く
相
撲
人
で
あ
り
、
伝
符
に
か
わ
る
文
書
を
携
行
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
伝
馬
を
利
用
し
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
下
船
伝
使
」
（
1
5
、
2
0
、
2
7
、
3
！
）
は
い
ず
れ
も
大
宰
府
と
筑
前
国
の
史
生
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
船

に
よ
っ
て
下
向
し
た
伝
使
と
み
ら
れ
る
。
先
に
引
用
し
た
神
亀
三
年
の
太
政
官
処
分
の
後
続
部
分
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
但
大
宰
府
舛
部
下
諸
国
五
位
以
上
者
。
宜
レ
給
二
伝
符
刈
幕
外
随
レ
便
駕
レ
船
。
縁
路
諸
国
。
依
レ
例
供
給
。
史
生
徹
底
レ
此
焉
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
宰
府
お
よ
び
西
海
道
諸
国
の
五
位
以
上
の
官
人
は
、
伝
符
が
与
え
ら
れ
、
陸
路
に
よ
っ
て
伝
馬
を
乗
り
継
ぎ
な
が
ら
任

地
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
］
方
、
六
位
以
下
の
官
人
に
つ
い
て
は
、
適
宜
、
海
路
に
よ
っ
て
赴
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
史
生
も
ま
た

こ
れ
に
準
じ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
措
置
が
取
ら
れ
た
背
景
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
伝
馬
に
よ
る
迎
送
業
務
が
山
陽
道
諸
国
の
民

衆
に
と
っ
て
相
当
な
負
担
に
な
っ
て
い
た
事
実
が
あ
り
、
六
位
以
下
の
官
人
の
海
路
赴
任
は
民
衆
の
負
損
軽
減
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
「
随
レ
便
駕
レ
船
」
と
あ
る
よ
う
に
海
路
赴
任
は
必
ず
し
も
義
務
で
は
な
く
、
実
際
、
第
2
表
が
示
す
よ
う
に
、

正
税
帳
に
は
多
く
の
六
位
以
下
の
官
人
が
「
下
伝
言
」
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
「
下
船
雑
煮
」
と
は
、
本
来
的
に
は
伝
馬
の
利
用
資
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格
者
で
あ
る
が
、
神
亀
三
年
の
制
に
従
っ
て
船
を
利
用
し
た
特
殊
な
伝
使
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
税
帳
に
お
い
て

は
わ
ざ
わ
ざ
「
下
船
伝
使
」
と
し
て
、
一
般
的
な
伝
使
と
区
別
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
下
伝
導
」
と
し
て
伝
馬
の
利
用
者
と
船
の
利
用
者

が
混
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
最
後
に
5
、
7
に
み
え
る
「
下
船
伝
防
人
要
領
使
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
天
平
九
年
（
七
三
七
）
九
月
の
筑
紫
の
防
人
停
止
措
置
に
伴
い
、

東
国
防
人
を
難
波
ま
で
部
領
し
た
大
宰
府
の
官
人
で
あ
り
、
正
税
帳
の
時
点
で
は
海
路
大
宰
府
へ
の
帰
途
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
「
伝
使
」

の
語
が
明
確
に
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
も
伝
使
と
み
る
な
ら
ば
、
伝
符
が
配
備
さ
れ
た
大
宰
府
か
ら
発
着
す
る
公
使
で
あ
る

の
で
、
伝
符
が
給
付
き
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
伝
馬
を
利
用
し
え
た
は
ず
の
彼
ら
が
、
帰
任
の
際
に
伝
馬
で
な
く
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

を
利
用
し
た
の
は
、
大
宰
府
－
難
波
間
の
防
人
の
部
領
が
船
で
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
下
船
伝
防
人
部
領
使
」
を
伝
使
と
み

る
に
し
て
も
、
や
は
り
先
の
「
下
船
伝
心
」
と
同
様
、
特
殊
な
例
と
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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③
天
平
九
年
（
七
三
七
）
豊
後
国
正
税
帳

　
豊
後
国
正
税
帳
で
は
、
玖
珠
郡
と
直
入
郡
、
そ
し
て
信
認
不
明
の
某
郡
の
断
簡
に
「
往
来
伝
使
」
へ
の
食
料
供
給
記
事
が
み
え
る
。
伝
使
の

数
は
三
郡
と
も
に
逆
名
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
訳
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
「
往
来
事
事
」
へ
の
供
給
記
事
の
直
前

に
あ
る
巡
行
国
司
へ
の
供
給
記
事
の
中
に
は
、
「
一
度
随
中
使
賑
給
貧
病
人
」
「
一
度
随
府
使
検
校
紫
草
園
」
と
い
う
項
目
が
あ
が
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

榎
英
一
は
国
司
と
と
も
に
巡
行
し
た
「
府
使
」
、
す
な
わ
ち
大
宰
府
使
が
「
往
来
伝
使
」
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
同
正
税
帳
で
唯
一
完

全
な
形
で
残
る
玖
珠
郡
の
項
に
は
「
府
使
」
に
対
す
る
供
給
記
事
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
大
宰
府
使
に
随
行
し
た
国
司
に
対
す
る
供
給

日
数
と
「
往
来
伝
使
」
に
対
す
る
供
給
日
数
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
榎
の
推
定
の
と
お
り
、
豊
後
国
正
税
帳
に
み
え
る
三
人
の
「
往

来
伝
使
」
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
人
は
「
府
使
」
で
あ
っ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
伝
使
に
つ
い
て
は
、
大
宰
府
か
ら
伝

符
の
発
給
を
受
け
、
路
次
の
諸
郡
で
伝
馬
の
供
給
を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。



律令期の伝馬舗と交通路体系について（門井）

　
以
上
、
本
節
で
は
伝
使
の
交
通
手
段
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
正
税
帳
に
お
い
て
「
伝
使
」
と
し
て
把
握
さ
れ

て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
中
央
や
大
宰
府
に
関
係
す
る
公
用
の
往
来
人
で
あ
り
、
伝
符
な
い
し
そ
れ
に
か
わ
る
文
書

の
発
給
を
受
け
、
伝
馬
の
利
用
資
格
を
有
し
た
者
で
あ
っ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
、
伝
馬
を
利
用
し
な
い
伝
使
の
証
左

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
「
下
船
伝
使
」
な
ど
は
、
伝
使
と
し
て
は
特
殊
な
事
例
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
下
船
伝
使
」
と

い
う
名
称
自
体
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
下
伝
使
」
と
し
て
伝
馬
を
利
用
す
る
も
の
と
船
を
利
用
す
る
も
の
が
混
在
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
あ
る
。
伝
使
と
伝
馬
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
3
）
伝
使
へ
の
供
給
場
所

　
前
述
の
厩
牧
上
乗
伝
馬
条
で
は
、
伝
馬
に
乗
っ
て
使
い
に
出
た
宮
人
、
す
な
わ
ち
伝
心
は
「
所
レ
至
之
処
」
で
官
物
に
よ
り
供
給
を
受
け
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
所
レ
至
之
処
」
と
は
、
集
解
古
記
に
よ
れ
ば
「
馬
雲
霧
処
也
」
で
あ
り
、
伝
馬
の
乗
り
継
ぎ
を
す
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ま
た
厩
牧
令
乗
駅
条
に
は

　
　
凡
乗
二
駅
及
伝
馬
適
応
下
至
二
前
所
｝
替
換
上
考
。
並
不
レ
得
二
騰
過
一
望
無
レ
馬
之
処
。
不
レ
用
二
此
令
⑩

と
あ
り
、
駅
馬
お
よ
び
伝
馬
は
、
馬
が
す
べ
て
使
用
中
で
な
い
限
り
は
、
一
区
間
ご
と
に
乗
り
継
ぐ
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
伝

使
は
「
所
レ
至
之
処
」
で
食
料
と
伝
馬
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

　
そ
れ
で
は
「
所
レ
至
之
処
」
と
は
、
ど
こ
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
伝
馬
の
設
置
を
謳
っ
た
厩
牧
町
置
駅
馬
条
に
は
「
其
伝
馬
毎
レ
品

番
五
」
と
あ
る
の
み
で
、
伝
馬
の
具
体
的
な
設
置
場
所
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
従
来
、
伝
馬
の
設
置
場
所
に
つ
い
て
は
郡
の
中

核
施
設
で
あ
る
郡
家
と
す
る
の
が
一
般
的
な
見
方
で
あ
る
。
坂
本
太
郎
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、
①
上
下
諸
使
が
伝
符
・
駅
鈴
に
刻
ま
れ
た
剋
数

を
超
え
て
不
当
に
伝
馬
・
駅
馬
に
乗
る
こ
と
を
禁
じ
た
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
一
一
月
三
日
宮
符
の
最
後
に
「
膀
コ
示
郡
家
井
出
門
幻
短
章
告

知
ご
と
あ
る
こ
と
、
②
樒
丁
の
種
目
を
挙
げ
た
弘
仁
一
三
年
（
八
二
～
）
閏
九
月
二
〇
日
官
符
に
「
駅
伝
使
悪
尉
丁
郡
井
駅
家
別
四
人
」
と
あ
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る
こ
と
、
③
延
喜
式
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
は
、
駅
馬
と
大
書
し
た
下
に
駅
名
及
び
駅
馬
数
を
記
し
、
伝
馬
と
大
書
し
た
下
に
郡
名
及
び
伝
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

数
を
記
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
②
③
に
関
し
て
は
史
料
中
に
「
郡
家
」
の
語
は
な
い
の
で
、
必
ず
し
も
伝
馬
の
設
置
場
所
を
郡
家
に
特
定
す
る
論
拠
と
は
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
八
世
紀
の
伝
馬
が
郡
家
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
確
実
に
示
し
う
る
の
は
①
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

現
在
の
「
伝
路
」
概
念
に
お
い
て
も
、
伝
馬
は
郡
家
に
お
い
て
供
給
さ
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
近
年
の
発
掘
成
果
か
ら
す
る
と
、
伝
馬
は
一
律
に
郡
家
に
置
か
れ
た
と
み
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

郡
家
以
外
の
場
所
に
関
連
施
設
が
存
在
す
る
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
例
え
ば
、
鳥
取
県
気
高
町
の
上
原
遣
跡
は
、
七
世
紀
後
葉
か
ら
一
〇
世
紀
頃
ま
で
存
続
し
た
因
幡
覇
気
多
郡
家
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

遺
跡
の
東
北
約
分
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
戸
島
・
馬
場
遺
跡
で
も
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
官
衙
的
遣
構
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
郡
家
出
先
機
関

で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
福
岡
県
小
郡
市
の
小
郡
遺
跡
は
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
代
の
筑
後
国
御
原
郡
家
に
比
定
さ

　
　
　
　
⑳

れ
て
い
る
が
、
同
遺
跡
の
東
南
約
三
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
太
刀
洗
町
の
下
高
橋
遺
跡
で
も
七
世
紀
後
半
な
い
し
八
世
紀
前
半
か
ら
挙
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

紀
に
か
け
て
の
宮
衙
的
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
何
ら
か
の
郡
家
関
連
施
設
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
島
根
県
出
雲
市
の
古
志
本
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

遺
跡
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
見
え
る
出
雲
国
神
門
郡
家
に
比
定
さ
れ
る
が
、
同
遺
跡
が
立
地
す
る
神
戸
川
の
対
岸
地
域
で
は
、
天
神
遺
跡
や

　
　
　
　
⑱

三
田
谷
遺
跡
と
い
っ
た
郡
家
関
連
遺
跡
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
は
史
料
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
九
月
己
卯
条
に
よ
る
と
、
摂
津
職
河

辺
郡
の
玖
左
佐
村
で
は
、
「
山
川
遠
隔
。
道
路
瞼
難
。
」
と
の
理
由
に
よ
り
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
に
「
館
舎
」
が
建
て
ら
れ
、
郡
家
に
準
じ

た
行
政
業
務
を
執
り
行
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
『
出
雲
国
風
土
記
』
か
ら
は
、
出
雲
国
の
下
穿
・
島
根
・
出
雲
・
大
原
・
飯
石
・
仁

多
の
諸
郡
で
は
、
郡
家
所
在
地
以
外
の
郡
内
の
郷
に
も
「
正
倉
」
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
郡
家
は
必
ず
し
も
郡
内
の
一
ヶ
所
の
み
で
そ
の
…
機
能
を
果
た
し
得
た
わ
け
で
は
な
く
、
適
宜
、
関
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律：令期の伝馬制と交通路体系について（門井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

連
施
設
を
郡
内
に
分
散
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
郡
内
の
統
治
を
実
現
さ
せ
て
い
た
。
そ
し
て
、
郡
家
の
関
連
施
設
が
思
置
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
以
上
、
伝
馬
が
郡
家
以
外
の
場
所
に
置
か
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
足
利
健
亮
は
、
上
野
国
の
碓
氷
・
群

馬
・
佐
津
・
新
田
の
四
郡
に
つ
い
て
、
延
喜
式
で
は
伝
馬
配
置
郡
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」
に
み
え
る
こ

れ
ら
の
郡
の
郡
家
建
物
の
中
に
伝
馬
関
連
施
設
の
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
郡
で
は
郡
家
か
ら
離
れ
た
主
要
交
通
路
沿
い
に
「
伝
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

所
」
な
る
施
設
が
設
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
場
合
が
全
く
な
か
っ
た
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
こ
れ
に
関
し
て
非
常
に
興
味
深
い
の
が
、
七
世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
前
半
頃
ま
で
の
美
濃
国
武
義
郡
家
に
比
定
さ
れ
る
岐
阜
県
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

’lr

「
冨
窪
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@　
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第3図　弥勒寺東遺跡とその周辺

、
鷲
瓢
、

器
の
弥
勒
寺
東
遺
跡
（
第
3
図
）
で
あ
る
。
同
遺
跡
は
、
前
面
に
長
良
川
が

流
れ
、
背
後
に
は
丘
陵
が
迫
る
と
い
う
地
形
的
に
極
め
て
限
定
さ
れ
た
場
所

に
あ
る
。
武
義
郡
家
か
ら
隣
接
諸
郡
に
行
く
に
は
必
ず
長
良
川
を
渡
河
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
陸
上
交
通
に
関
し
て
い
え
ば
同
郡
家
は
極
め
て
不

便
な
立
地
条
件
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
郡
庁
、
正
倉
、
厨
家
な
ど
の

諸
施
設
は
、
長
良
川
と
丘
陵
の
間
の
範
囲
に
密
集
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し

て
い
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
同
遺
跡
内
で
は
伝
馬
関
連
施
設
は
確
認
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
武
義
郡
で
は
郡
家
か
ら
離
れ
た

長
良
川
の
対
岸
に
伝
馬
関
連
施
設
が
置
か
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
天
平
期
の
正
税
帳
か
ら
諸
国
の
伝
馬
配
置
状
況
を
検
討
し
た
岡
田

登
に
よ
れ
ば
、
尾
張
国
中
島
郡
や
駿
河
国
某
郡
（
駿
河
郡
？
）
で
は
、
令
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

規
定
に
あ
る
五
疋
よ
り
多
く
の
伝
馬
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
五
疋
以

上
の
伝
馬
を
置
く
郡
は
延
喜
式
に
も
み
う
け
ら
れ
る
が
、
交
通
の
要
衝
や
道
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路
阻
険
、
郡
域
長
大
な
ど
の
場
合
に
多
い
。
お
そ
ら
く
天
平
期
の
尾
張
国
中
島
郡
や
駿
河
国
某
郡
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
理
由
に
よ
り
伝
馬
が

加
齢
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
郡
で
は
、
延
喜
式
段
階
の
美
濃
国
善
悪
郡
や
信
濃
国
伊
那
郡
な
ど
の
よ
う
に
郡
内
の
一
ヶ
所
に
伝

馬
が
置
か
れ
た
可
能
性
と
と
も
に
、
駿
河
国
駿
河
郡
の
よ
う
に
郡
内
二
ヶ
所
に
伝
馬
が
分
置
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
伝
使
へ
の
食
料
・
宿
泊
施
設
の
供
給
に
関
し
て
い
え
ば
、
先
に
み
た
周
防
国
正
税
帳
の
「
下
船
伝
使
」
に
つ
い
て
は
海
岸
部
で
供
給

を
受
け
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
周
防
国
の
諸
郡
家
の
位
置
は
、
従
来
、
遺
称
地
名
や
有
力
古
墳
の
分
布
状
況
な
ど
か
ら
第
一
図
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
郡
家
比
定
地
が
海
岸
近
く
に
あ
る
の
は
佐
波
郡
の
み
で
、
他
の
諸
差
で
は
海
岸
か
ら
離
れ
た
場
所
に
郡
家
が
位
置
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
比
定
が
妥
当
だ
と
す
れ
ば
、
熊
毛
・
都
濃
・
吉
敷
の
諸
郡
で
は
、
「
下
船
伝
使
」
へ
の
供
給
が
郡
家
以
外
の
施
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
事
例
は
、
郡
家
以
外
の
場
所
に
も
伝
馬
や
食
料
の
供
給
施
設
が
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
厩
軍
令
乗
伝

馬
条
が
、
浅
薄
が
供
給
を
受
け
る
場
所
を
「
郡
家
」
で
な
く
、
あ
え
て
「
所
レ
至
之
処
」
と
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
伝
世
が
郡
家
以
外
の
場

所
に
お
い
て
供
給
を
受
け
る
場
合
を
も
想
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
所
レ
至
之
処
」
を
集
解
古
記
が
「
馬
替
諸
処
也
」
と
解
し
て

い
る
の
も
、
八
世
紀
当
時
の
伝
馬
供
給
の
実
態
を
反
映
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
「
所
レ
至
之
処
」
と
は
、
先
の
延
暦
元
年
～
一
月
三
日
宮
符
が
示
す
よ
う
に
郡
家
で
あ
る
場
合
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
郡
家
が
主
要
交
通
路
か
ら
離
れ
て
立
地
す
る
郡
や
、
郡
域
が
広
く
規
定
数
以
上
の
伝
馬
を
抱
え
る
郡
な
ど
で
は
、
郡
家
以
外
の

場
所
に
伝
使
へ
の
供
給
施
設
が
置
か
れ
る
場
合
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
大
日
方
克
己
は
、

来
人
に
対
し
て
も
、

（
4
）
　
「
伝
制
」
に
つ
い
て

天
平
期
の
正
税
帳
や
旅
行
者
の
供
給
に
関
連
す
る
各
種
史
料
の
検
討
か
ら
、
律
令
期
の
郡
で
は
、
伝
符
を
携
行
し
な
い
往

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

様
々
な
文
書
に
基
づ
い
て
食
料
や
夫
馬
の
供
給
が
行
わ
れ
て
い
た
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
近
年
、
こ
の
よ
う
な

112　（882）



律令期の伝馬制と交通路体系について（門井）

郡
の
供
給
機
能
に
、
伝
馬
に
よ
る
挙
白
や
文
書
逓
送
な
ど
を
加
え
た
広
義
の
「
郡
家
の
交
通
機
能
」
を
「
伝
（
伝
制
）
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
馬
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

基
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
「
伝
路
」
概
念
は
、
こ
の
「
伝
（
伝
制
）
」
の
存
在
を
前
提
に
成
立
し

て
い
る
。

　
し
か
し
、
「
郡
家
の
交
通
機
能
」
を
「
伝
（
伝
制
）
」
と
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
馬
場
は
「
郡
家
を
中
心
と
し
た
交
通
制
度
に
対

し
『
伝
（
伝
制
）
瞼
と
い
う
呼
称
が
あ
り
、
そ
の
一
部
と
し
て
『
伝
馬
』
が
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
主
た
る
根
拠
は
、
周
防
国
正
税

帳
に
み
え
る
「
船
伝
使
」
の
よ
う
に
、
伝
馬
を
利
用
し
な
い
伝
記
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
伝
馬
」
と
「
伝
」
は
切
り
離
し
て
考

え
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
周
防
国
正
斗
帳
に
み
え
る
「
船
伝
使
」
と
は
、
本
来
伝
馬
を
利
用
し
え
た
大
宰
府
お
よ
び

西
海
道
諸
国
の
六
位
以
下
の
官
人
が
、
神
亀
三
年
の
制
を
受
け
て
船
に
よ
っ
て
赴
任
し
た
も
の
で
あ
り
、
苦
使
の
中
で
は
特
殊
な
事
例
と
み
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
伝
馬
」
の
前
に
あ
え
て
「
船
」
を
付
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
「
船
伝
使
」
が
通
常
の
交
通
手
段
を
と
ら
な

い
特
殊
な
伝
受
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
周
防
国
正
税
法
の
「
船
伝
使
」
に
し
て
も
、
そ
こ
に
み
え
る

「
伝
」
字
そ
の
も
の
は
伝
馬
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
他
の
史
料
に
目
を
転
じ
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
上
下
諸
賢
に
よ
る
馬
の
剋
外
乗
用
を
禁
じ
た
前
金
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
一
一
月
三
日

官
符
に
は
、
「
路
次
伝
駅
疲
弊
殊
甚
」
と
の
一
節
が
み
え
る
。
こ
の
部
分
は
上
下
密
使
に
よ
る
面
外
二
乗
が
横
行
し
た
結
果
を
述
べ
た
も
の
で

あ
り
、
こ
こ
に
み
え
る
「
伝
」
が
「
伝
馬
」
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
た
、
先
に
み
た
『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
三
月
乙
亥
条
に
は
、
按
察
使
の
上
京
お
よ
び
属
国
巡
行
晴
に
は
「
乗
レ
伝
給
レ
食
」

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
意
は
当
然
「
伝
馬
に
乗
り
、
食
料
を
給
す
」
こ
と
で
あ
り
、
「
伝
」
が
「
伝
馬
」
を
指
す
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
例
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
延
暦
二
年
目
七
八
三
）
の
伊
勢
国
計
会
帳
に
み
え
る
「
伝
食
帳
十
三
巻
」
に
つ
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

馬
場
の
よ
う
に
「
伝
の
食
」
と
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
「
伝
馬
と
食
料
」
と
解
釈
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
伊
勢
国
計
会
帳
に
は
、
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行
下
符
一
条

　
　
　
為
検
水
田
熟
不
。
発
遣
少
橡
佐
伯
宿
禰
鍬
作
道
前
。
少
目
大
倭
伊
美
吉
生
羽
道
後
。
符
二
紙
（
略
）

　
　
　
　
右
付
郡
伝

と
あ
り
、
水
田
の
熟
不
を
検
校
す
る
た
め
に
国
司
を
派
遣
す
る
旨
を
記
し
た
国
主
を
諸
郡
に
下
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
「
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

郡
伝
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
「
郡
に
付
し
て
伝
」
え
さ
せ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
馬
場
は
、
①
同
盛
会
帳
に
は
「
心
付
路
次
団
」

の
よ
う
に
「
右
～
に
付
す
」
と
読
む
べ
き
他
の
事
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
②
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
三
月
乙
巳
条
に
み
え

る
山
陽
道
巡
察
使
藤
原
雄
闘
麻
呂
の
報
告
に
「
本
道
郡
伝
三
遠
。
多
発
二
二
苦
司
乞
復
隷
レ
駅
将
二
迎
送
ご
と
あ
っ
て
、
「
郡
伝
」
と
い
う
表
現

が
み
ら
れ
る
こ
と
、
か
ら
「
二
種
に
付
す
」
と
読
む
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
「
郡
伝
」
と
は
、
馬
場
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
伝
」

そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
広
範
な
内
容
を
含
む
「
郡
家
の
交
通
機
能
」
の
総
称
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
①
に
つ
い
て
い
え
ば
、
同
計
離
職
に
は
「
右
付
路
次
団
」
の
他
に
も
「
右
付
鈴
鹿
郡
慰
事
石
寸
部
豊
足
」
「
位
付
還
使
石
部
赤
麻

呂
」
「
右
付
廻
使
水
取
少
嶋
」
な
ど
の
事
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
団
な
い
し
人
物
に
付
さ
れ
た
文
書
は
、
伊
賀
国
へ
の
遊
牒
お
よ
び
尾
張
国

へ
の
返
抄
と
い
っ
た
隣
国
へ
の
移
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
逓
送
で
は
な
く
、
一
人
の
人
物
に
よ
っ
て
送
り
届
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
「
雷
撃
郡
伝
」
と
さ
れ
た
文
書
は
、
国
か
ら
管
下
の
諸
郡
へ
下
さ
れ
た
符
で
あ
り
、
な
お
か
つ
心
象
し
か
作
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
書
は
一
碧
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
郡
か
ら
郡
へ
と
逓
送
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
右

付
郡
伝
」
に
み
え
る
「
伝
」
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
こ
の
逓
送
行
為
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
る
方
が
無
理
は
な
い
。

　
ま
た
、
②
の
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
駅
路
と
は
異
な
る
自
然
派
生
的
交
通
路
と
し
て
「
立
掛
路
」
を
想
定
す
る
説
の

根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
伝
」
も
「
逓
送
」
の
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
既
に
永
田
英
明
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
逓
送
役
に
従
事
す
る
民
衆
の
負
担
で
あ
る
か
ら
、
「
郡
伝
路
遠
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
う
し

た
ル
ー
ト
の
全
体
的
な
迂
遠
性
で
は
な
く
、
駅
路
上
に
お
け
る
郡
の
逓
送
区
間
の
距
離
の
長
さ
を
示
し
た
も
の
と
み
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
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律令期の伝馬制と交通路体系について（門井）

第3表　山陽道諸国の帯駅路郡と駅

播磨 備前　　備中 備後 安芸 周防 長門 山陽道全体

帯駅路至嘱 6 6 5 4 4 5 2 32

延喜式段階の駅数 7 4 4 3 13 8 5 44

ユ郡あたり平均駅数 1．17 0．67 0．8 0．75 3．25 1．6 2．5 1．36

大同2年段階の駅数 9 4 5 5 ユ3 10 5 51

1郡あたり平均駅数 1．5 0．67 1 125 3．25 2 2．5 L5

※山陽道支路の帯駅路郡および駅は含まず。

※大同2年段階の駅数は大同2年10月25日太政官符による。

つ⑳
o

　
実
際
、
山
陽
道
諸
国
に
お
け
る
延
喜
式
段
階
の
駅
数
と
帯
駅
路
郡
の
数
を
比
較
し
て
み
る
と
、
帯
駅
路

郡
の
数
三
二
に
対
し
、
駅
数
が
四
四
と
上
回
っ
て
い
る
。
（
第
3
表
）
つ
ま
り
山
陽
道
諸
国
に
お
い
て
は
、

平
均
的
に
は
駅
の
逓
送
区
間
は
郡
の
そ
れ
よ
り
も
短
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
郡
部
に
み
る
と
、
播
磨

国
印
南
郡
、
備
前
国
上
道
郡
・
福
野
郡
、
備
中
国
福
屋
郡
、
備
後
国
葦
田
郡
な
ど
の
よ
う
に
駅
を
も
た
な

い
郡
も
あ
る
が
、
全
話
駅
路
郡
の
約
三
分
の
一
に
相
当
す
る
一
一
郡
が
当
該
郡
内
で
二
十
以
上
を
有
し
て

お
り
、
と
り
わ
け
安
芸
国
以
西
で
そ
の
傾
向
が
目
立
つ
。
（
第
4
表
）
さ
ら
に
、
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
～

○
月
二
五
日
太
政
宮
符
所
載
の
山
陽
道
諸
国
の
駅
数
は
五
一
と
、
延
喜
式
所
載
の
そ
れ
よ
り
も
多
く
、
延

喜
式
以
前
に
は
、
駅
路
距
離
は
さ
ら
に
短
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
②
の
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
は
、
山
陽
道
で
は
郡
の
逓
送
区
聞
が
長

く
、
民
に
大
き
な
負
担
を
強
い
る
の
で
、
駅
に
よ
っ
て
使
者
の
迎
送
を
行
う
よ
う
に
請
願
し
た
も
の
と
理

解
し
た
方
が
自
然
で
あ
り
、
「
郡
伝
」
と
い
う
語
を
郡
に
お
け
る
特
定
の
交
通
制
度
と
結
び
つ
け
る
こ
と

は
困
難
だ
ろ
う
。
②
も
ま
た
、
必
ず
し
も
伊
勢
国
計
会
帳
の
「
寄
付
郡
伝
」
を
「
右
上
伝
に
付
す
」
と
読

む
根
拠
と
は
な
り
え
ず
、
「
右
付
郡
伝
」
は
や
は
り
「
右
郡
に
付
し
て
伝
ふ
」
と
読
む
の
が
妥
当
で
あ
ろ

　
　
　
　
⑪

う
と
考
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
史
料
に
み
え
る
「
伝
」
字
と
は
、
伝
馬
の
略
称
な
い
し
「
伝
」
本
来
の
字
義
と
し
て
の

逓
送
行
為
を
意
面
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
郡
の
広
範
な
交
通
機
能
を
指
し
て
漠
然

と
「
伝
」
と
称
す
る
例
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
郡
家
の
交
通
機
能
」
を
「
伝

制
」
と
称
し
、
伝
馬
制
を
そ
の
一
部
と
み
る
馬
場
説
に
は
従
い
が
た
い
。
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第4表　延喜式段階の帯駅郡別駅数

国名 郡名 駅数 駅名 備考

播磨 明石 1 明石

賀古 1 賀古

印南 0

飾磨 1 草上

揖保 2 大市・布施

赤穂 2 高田・二三

備前 和気 ユ 坂長

磐梨 1 珂磨 磐梨郡は延暦7年（788）和気郡
謔阨ｪ立。和気郡側の旧藤野駅が

ﾚされ珂磨駅となる。

赤坂 ユ 高月

上道 0

御野 0

津高 i 津高

備中 都宇 1 津蜆

窪屋 0

下道 1 河辺

小田 1 小田

後月 1 後月

備後 安那 ユ 安那

品治 1 晶治

葦田 0

御調 1 者度

安芸 沼田 3 真良・梨葉・都宇

賀茂 3 鹿附・木綿・大山

安芸 2 荒山・安芸

佐伯 5 伴部・大町・種箆・濃暎・遠管

贋】防 玖珂 2 石国・野口 玖珂郡は養老5年（721）熊毛郡
謔阨ｪ立。

熊毛 1 周防

都濃 2 生屋・平野

佐波 1 勝間

告敷 2 八千・賀宝

長門 厚狭 3 阿潭・厚狭・埴生

豊浦 2 宅賀・臨門
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律令期の伝馬制と交通路体系について（門井）

①
第
一
章
前
掲
⑩
。

②
第
一
章
薗
掲
⑪
。

③
a
第
一
章
前
掲
⑤
二
九
三
頁
。
b
足
利
健
亮
「
序
説
（
二
）
」
藤
岡
謙
二
郎

　
編
『
古
代
日
本
の
交
通
路
－
隔
大
明
堂
、
一
九
七
八
、
一
九
－
二
〇
頁
。
c
岡
田

　
登
「
正
税
帳
よ
り
み
た
伝
馬
の
設
置
状
況
」
皇
学
館
大
学
紀
要
第
一
八
輯
、
一
九

　
八
○
。
d
第
一
章
　
前
掲
⑦
　
二
六
一
－
二
六
二
頁
。
な
ど
。

④
　
『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
四
月
丙
申
条
。

⑤
前
掲
③
c
。

⑥
前
掲
③
c
。

⑦
坂
本
太
郎
「
上
代
駅
制
の
研
究
用
聞
古
代
の
道
と
駅
坂
本
太
郎
著
作
集
第
八

　
巻
隔
吉
川
弘
文
館
、
～
九
八
九
、
九
七
頁
。
（
初
出
は
『
上
代
駅
制
の
研
究
』
至

　
文
堂
、
…
九
二
八
。
）

⑧
柳
雄
太
郎
「
駅
伝
制
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」
『
古
代
史
論
叢
』
中
、
吉
川
弘

　
文
館
、
～
九
七
八
。

⑨
第
一
章
前
掲
⑨
。

⑩
門
釜
日
本
紀
㎞
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）
四
月
辛
来
条
。

⑪
『
続
日
本
紀
隔
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
三
月
乙
亥
条
。

⑫
第
一
章
前
掲
⑨
。

⑬
大
日
方
克
己
「
律
令
国
家
の
交
通
制
度
の
構
造
」
日
本
史
研
究
二
六
九
、
㏄
九

　
八
五
。

⑭
森
哲
也
門
律
令
国
家
と
海
上
交
通
〕
九
州
史
学
二
〇
、
　
九
九
四
。

⑮
市
大
樹
〔
伊
勢
国
計
会
帳
か
ら
み
た
律
令
国
家
の
交
通
体
系
扁
三
重
県
史
研
究

　
一
⊥
ハ
、
二
〇
〇
一
。

⑯
噸
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
（
七
三
七
）
八
月
丙
辰
条
。

⑰
国
史
大
系
本
で
は
「
随
レ
便
駕
レ
船
」
と
載
せ
、
「
使
、
恐
妾
作
目
」
と
註
し
て

　
い
る
。

⑱
『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
（
七
三
七
）
九
月
癸
巳
条
。

⑲
軍
防
令
衛
士
向
京
条
に
よ
る
と
、
国
司
に
よ
っ
て
部
領
さ
れ
て
き
た
防
人
は
、

　
津
か
ら
専
使
に
よ
っ
て
大
宰
府
ま
で
部
領
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に

　
あ
る
津
と
は
難
波
津
と
み
ら
れ
、
大
宰
府
－
難
波
中
の
防
人
は
海
路
を
と
っ
て
部

　
領
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
難
波
ま
で
の
部
領
の
実
例
は
、
万
葉
集
巻
二
〇
、
天

　
平
勝
宝
七
歳
（
七
五
五
）
二
月
の
防
人
歌
に
み
え
、
遠
江
・
相
模
・
駿
河
・
上

　
総
・
常
陸
・
下
野
・
下
総
・
信
濃
・
上
野
・
武
蔵
の
諸
国
か
ら
国
司
が
そ
れ
ぞ
れ

　
防
人
を
部
領
し
て
難
波
に
至
り
、
勅
使
紫
微
大
弼
安
倍
朝
臣
沙
弥
麻
呂
、
兵
部
使

　
少
輔
大
伴
宿
禰
家
持
の
検
校
を
受
け
て
い
る
。

⑳
榎
英
～
「
正
税
帳
伝
使
給
根
記
事
を
め
ぐ
っ
て
」
日
本
史
論
叢
八
輯
、
一
九
八

　
○
。

⑳
前
掲
⑦
、
九
入
－
九
九
頁
。

⑳
　
鳥
取
県
気
高
町
教
育
委
員
会
『
気
高
町
文
化
財
報
告
書
∬
・
｝
～
五
　
気
高
町

　
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
』
　
九
八
七
。

⑳
a
鳥
取
県
気
高
町
教
育
委
員
会
咽
気
高
町
文
化
財
報
堀
上
第
一
六
集
上
光
遺

　
跡
群
発
掘
調
査
報
告
書
』
一
九
八
八
。
b
鳥
取
県
気
高
町
教
育
委
員
会
『
気
高
町

　
文
化
財
報
告
書
第
一
二
集
　
馬
場
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
㎞
　
一
九
九
三
。
な
ど
。

⑳
a
開
小
郡
市
史
㎞
第
一
巻
通
史
編
地
理
・
原
始
・
雷
代
、
一
九
九
六
。
b

　
宮
田
浩
之
「
筑
後
国
御
原
郡
衙
1
一
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
一
八
、
一
九
九
七
。

　
な
ど
。

⑳
　
福
岡
県
教
育
委
員
会
蝋
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
第
～
三
三
集
　
下
高
橋
馬
屋

　
元
遺
跡
（
2
）
』
一
九
八
八
。

⑳
　
松
尾
充
晶
「
古
志
本
郷
遺
跡
の
官
衙
遺
構
」
条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
一
六
、

　
二
〇
〇
〇
。

⑳
a
出
雲
市
『
出
雲
市
天
神
遺
跡
隔
一
九
七
二
。
b
出
雲
市
『
天
神
遺
跡
㎞
一
九

　
七
七
。
c
島
根
県
出
雲
土
木
建
築
事
務
所
・
出
雲
市
教
育
委
員
会
『
天
神
遺
跡
嬉
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七
次
発
掘
調
査
報
告
書
』
　
一
九
九
七
。
な
ど
。

⑳
　
島
根
県
教
育
委
員
会
判
三
田
谷
－
遺
跡
く
。
一
．
憲
』
二
〇
〇
〇
。

⑳
山
中
敏
史
欄
古
代
地
方
官
衙
遺
跡
の
研
究
隔
塙
書
房
、
一
九
九
四
、
二
〇
一
－

　
二
〇
二
頁
。

⑳
前
掲
③
b
、
二
二
頁
。

⑳
　
関
帯
教
育
委
員
会
『
美
濃
国
武
義
郡
衙
　
弥
勒
寺
東
遺
跡
　
第
一
～
五
次
発
掘

　
調
査
概
要
暁
一
九
九
九
。

⑫
前
掲
③
c
。

⑳
　
各
郡
家
比
定
地
に
つ
い
て
は
、
a
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
地
名
淵
鑑
』
防
長
倶
楽

　
部
、
～
九
一
三
。
b
邨
岡
良
弼
『
日
本
地
理
志
料
』
下
、
臨
規
轡
店
、
一
九
九
六
。

　
c
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
中
国
・
四
国
・
西
国
、
冨
山
罵
、
一
九
〇
〇
。

　
に
拠
っ
た
。

⑳
　
な
お
、
熊
毛
郡
家
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
養
老
五
年
（
七
二
一
）
の
玖
珂
郡
分

　
立
を
契
機
に
、
現
・
光
市
小
周
防
付
近
に
比
定
さ
れ
る
周
防
郷
か
ら
、
熊
毛
半
島

　
西
部
の
現
・
平
生
町
大
野
付
近
に
比
定
さ
れ
る
熊
毛
郷
へ
と
移
動
し
た
と
み
る
説

　
も
あ
る
。
（
前
掲
⑳
a
、
二
二
八
頁
。
）

⑮
前
掲
⑬
。

⑯
　
第
一
章
　
前
掲
⑬
。

⑰
　
こ
の
場
合
、
「
伝
食
帳
十
三
巻
」
と
い
う
巻
数
と
伊
勢
国
の
郡
数
が
一
致
す
る

　
こ
と
で
、
同
史
料
は
伝
馬
が
全
て
の
郡
に
配
概
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
甲
羅
と
な
ろ

　
、
つ
。

⑬
　
彌
永
貞
三
「
古
代
志
摩
国
と
そ
の
条
里
」
名
古
崖
大
学
文
学
部
国
史
学
研
究
室

　
編
『
名
古
屋
大
学
日
本
史
論
集
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
、
一
〇
〇
頁
。

⑲
　
鐘
江
宏
之
「
計
会
帳
に
見
え
る
八
世
紀
の
文
書
伝
達
」
史
学
雑
誌
一
〇
二
一
二
、

　
～
九
九
三
。

⑩
　
永
田
英
明
「
駅
家
経
営
の
特
質
に
つ
い
て
」
古
代
交
通
研
究
二
、
～
九
九
三
。

　
な
お
噸
続
日
本
紀
㎞
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
一
二
月
乙
尊
意
に
み
え
る
「
本

　
道
」
と
は
、
同
条
の
他
の
用
例
か
ら
推
し
て
五
畿
七
道
の
行
政
区
画
と
し
て
の
山

　
陽
道
を
意
味
す
る
も
の
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
条
に
み
え
る

　
「
郡
伝
路
」
の
門
郡
」
は
、
こ
れ
に
続
い
て
駅
へ
の
言
及
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ

　
ば
、
山
陽
道
諸
国
の
全
て
の
郡
で
は
な
く
、
山
陽
道
駅
路
沿
い
の
諸
郡
を
指
し
た

　
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑪
　
な
お
、
天
平
六
年
（
七
三
四
）
の
出
雲
国
記
立
前
に
は
、
出
雲
團
か
ら
中
央
官

　
司
に
送
る
解
に
つ
い
て
「
右
付
駅
家
進
上
」
と
の
表
現
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
駅
家

　
に
付
し
て
進
上
す
」
と
読
み
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
伊
勢
山
膚
会
帳
の
「
口
付
郡

　
伝
」
も
こ
れ
に
類
す
る
表
現
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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三
　
伝
馬
交
通
の
実
態

　
前
章
で
は
「
監
獄
」
概
念
の
前
提
と
な
る
諸
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
①
八
世
紀
の
伝
馬
は
全
郡
配
置
を
基
本
と
し
て

い
た
こ
と
、
②
伝
使
は
伝
馬
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
船
伝
使
」
な
ど
は
特
殊
な
例
と
み
る
べ
き
こ
と
、
③
伝
馬
・
食
料
の
供

給
は
郡
家
以
外
の
場
所
で
も
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
④
史
料
に
見
え
る
「
伝
」
字
は
、
伝
馬
な
い
し
逓
送
の
意
味
で
用
い
ら
れ
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て
お
り
、
郡
の
広
範
な
交
通
機
能
を
指
し
て
「
伝
」
と
呼
称
す
る
事
例
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
、
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
現
在
の

「
難
路
」
の
定
義
の
前
提
を
覆
す
も
の
で
あ
り
、
郡
家
間
交
通
路
を
「
伝
路
」
と
呼
称
す
る
根
拠
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
郡
家
問
交
通

路
が
駅
路
と
は
別
路
と
し
て
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
や
、
時
に
そ
れ
ら
が
計
画
性
を
も
っ
て
敷
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

郡
家
間
交
通
路
に
つ
い
て
は
、
駅
路
に
対
す
る
爆
管
の
よ
う
な
交
通
制
度
と
の
明
確
な
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
駅
路
と
並
ぶ
律
令

国
家
の
交
通
路
体
系
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
ろ
う
。

　
郡
家
に
立
ち
寄
っ
た
と
み
ら
れ
る
往
来
人
に
は
、
伝
使
の
ほ
か
に
も
、
当
国
馬
に
乗
っ
て
部
内
を
巡
行
す
る
国
司
や
、
国
章
な
ど
の
文
書
を

逓
送
す
る
使
者
、
郡
家
の
正
倉
へ
税
物
を
運
搬
す
る
人
足
な
ど
、
多
様
な
人
物
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
駅
路
以
外
に
お
け
る
計
画

道
路
の
整
備
な
ど
も
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
多
様
な
人
物
の
往
来
や
物
資
運
搬
の
便
に
供
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
郡
家
間
交
通
路
に
し
て
も
駅
路
以
外
に
お
け
る
計
画
道
路
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
国
や
郡
と
い
っ
た
地
方
レ
ベ
ル
の
交
通
路

で
あ
り
、
伝
馬
制
と
直
接
結
び
つ
く
よ
う
な
国
家
レ
ベ
ル
の
交
通
路
で
は
な
い
こ
と
を
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
早
使
の
往
来
が
必
ず
し
も
郡
家
間
に
限
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
伝
使
は
そ
の
目
的
地
に
至
る
ま
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
経
路
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
伝
使
は
目
的
地
に
至
る
ま
で
の
大
部
分
は
駅
路
を
利
用
し
た
も
の
と
み
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

駅
路
は
、
原
則
と
し
て
三
〇
里
お
き
に
駅
家
を
設
置
し
駅
馬
を
配
備
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
駅
制
の
運
用
を
主
た
る
目
的
と
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

道
路
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
駅
路
は
中
央
と
地
方
を
結
ぶ
メ
イ
ン
・
ル
ー
ト
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
駅
路
上
に
は
駅
使
の
ほ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
も
、
運
脚
や
役
民
等
を
含
む
様
々
な
人
物
が
往
来
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
伝
使
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
は
駅
路
を
通
行
し
た
と
み
る
の
が
自

然
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
伝
馬
は
原
則
と
し
て
全
て
の
郡
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
伝
使
は
帯
駅
路
郡
だ
け
で
な
く
非
帯
駅
路
郡
に
も
立

ち
入
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
天
平
～
○
年
（
七
三
八
）
の
駿
河
国
正
税
帳
に
み
え
る
「
覚
珠
玉
使
春
富
坊
少
属
従
七
位
下

大
伴
宿
禰
池
主
」
「
正
税
検
校
下
総
国
女
兵
部
省
大
丞
正
六
位
上
路
真
人
野
中
」
と
い
っ
た
人
物
や
、
但
馬
国
正
鎮
定
に
「
経
過
上
下
伝
使
」
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と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
中
宮
職
捉
稲
置
」
な
ど
は
、
森
田
悌
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
使
命
か
ら
す
る
と
、
非
議
駅
路
郡
に
も
立
ち
入
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

急
使
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
伝
使
は
最
寄
り
の
帯
駅
路
郡
ま
で
は
最
短
の
経
路
を
と
る
べ
く
駅
路
上
を
進
み
、
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

か
ら
先
は
在
来
の
幹
線
交
通
路
に
よ
っ
て
非
帯
駅
路
郡
の
目
的
地
を
目
指
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
伝
使
が
駅
路
や
各
地
域
の
幹
線
交
通
路
以
外
の
道
を
通
行
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
前

章
（
2
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
豊
後
国
正
税
帳
に
み
え
る
三
人
の
「
往
来
伝
使
」
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
人
は
大
宰
府
使
と
み
ら
れ
る
が
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ら
は
随
行
し
た
国
司
と
と
も
に
各
郡
内
の
貧
病
人
や
紫
草
園
を
訪
ね
回
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
属
国
巡
行
時
に
伝
符
を
支
給
さ
れ

た
按
察
使
は
、
管
下
の
国
司
に
違
法
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
加
え
、
国
司
が
百
姓
の
も
の
を
侵
掠
し
た
場
合
に
は
、
自
ら
巡
察
し
て
そ
の
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
調
査
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
駅
路
や
各
地
の
幹
線
交
通
路
か
ら
外
れ
た
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
厩

牧
令
乗
伝
馬
条
に
は
「
凡
官
人
乗
二
伝
馬
一
出
レ
使
者
。
」
と
あ
る
が
、
伝
馬
に
乗
っ
た
官
人
の
「
使
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
郡
内
の
巡
行
を
伴
う

も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
伝
使
の
往
来
に
つ
い
て
は
、
従
来
研
究
の
よ
う
に
郡
家
問
交
通
路
や
駅
路
と
い
っ
た
特
定
の
道
路
上
に
限
定
し

て
と
ら
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
目
的
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
道
路
を
通
行
し
得
た
と
み
た
方
が
よ
り
現
実
的
で
あ
る
。
ま
た
、
伝
使
の
往

来
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
伝
馬
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
も
、
単
な
る
中
央
－
地
方
間
の
官
人
移
送
手
段
で
は
な
く
、
地
方
に
お
い

て
官
人
ら
が
さ
ま
ざ
ま
使
命
を
果
た
す
た
め
の
交
通
手
段
と
し
て
、
よ
り
積
極
的
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
伝
馬
の
設
置
数
が
、
駅

馬
の
よ
う
な
大
路
、
中
路
、
小
路
と
い
っ
た
区
分
に
応
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
全
癒
一
律
五
疋
を
基
本
と
し
て
い
た
の
も
、
伝
馬
の
用
途
が
こ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
各
郡
の
伝
馬
供
給
施
設
に
つ
い
て
は
、
帯
駅
路
郡
で
は
駅
路
沿
い
に
、
錦
帯
駅
路
郡
で
は
広
域
交
通
の
便
に
優
れ
た
在
来
の
幹
線
交
通
路
沿

い
に
置
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
中
央
と
の
交
通
至
便
の
地
に
伝
馬
を
設
置
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

郡
家
は
多
く
の
場
合
そ
う
し
た
交
通
至
便
の
地
に
立
地
し
て
お
り
、
伝
馬
は
郡
家
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
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帯
駅
路
郡
に
お
い
て
郡
家
が
駅
路
か
ら
離
れ
て
立
地
す
る
場
合
や
郡
域
が
長
大
な
場
合
に
は
、
郡
家
と
は
別
に
伝
馬
の
供
給
施
設
が
置
か
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
非
器
駅
路
郡
で
も
、
郡
内
に
近
隣
郡
と
の
交
通
条
件
に
優
れ
た
場
所
が
他
に
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な

場
所
に
伝
馬
の
供
給
施
設
が
置
か
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
伝
使
は
、
こ
の
よ
う
な
各
郡
の
交
通
至
便
の
地
に
置
か
れ
た
伝
馬
を
乗
り
継

ぎ
な
が
ら
中
央
と
地
方
の
間
を
往
来
し
、
時
に
郡
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
道
路
を
通
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
伝
馬
の
運
用
に
関
し
て
は
、
前
章
（
3
）
で
も
触
れ
た
よ
う
に
よ
う
に
、
既
に
八
世
紀
中
か
ら
上
下
諸
使
の
剋
外
乗
用
と
い
っ
た
事
態

　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

が
生
じ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
制
度
の
乱
れ
は
そ
の
後
も
続
き
、
つ
い
に
延
暦
一
～
年
（
七
九
二
）
に
は
「
国
司
平
心
乗
用
。
徒
致
二
公
家
之
費
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

還
為
二
峡
吏
之
資
ご
と
の
理
由
か
ら
、
京
畿
お
よ
び
七
道
諸
国
の
伝
馬
制
が
廃
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
『
日
本
後
攻
』
延
暦
二
四
年

（
八
〇
五
）
四
月
甲
索
条
に
は
「
令
下
下
土
佐
国
帯
二
藍
路
一
郡
。
加
嚇
置
伝
馬
五
匹
皿
以
二
新
開
之
路
山
谷
峻
深
階
也
。
」
と
あ
り
、
伝
馬
制
は
廃
止

後
ほ
ど
な
く
復
活
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
頃
の
伝
馬
は
、
『
日
本
後
紀
伊
弘
仁
三
年
（
八
＝
…
）
五
月
乙
丑
条
に
「
伊
勢
国
言
。

伝
馬
既
設
。
霊
送
二
連
任
之
司
の
自
外
無
レ
所
二
乗
用
ご
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
新
任
国
司
の
迎
送
の
み
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

駅
路
郡
の
み
に
置
か
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駅
路
上
で
運
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
平
安
初
期
に
復
活
し
た
伝
馬
制
は
、
奈
良
時
代
ま
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

伝
馬
制
と
は
性
質
の
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

①
五
聖
令
型
置
駅
条
。

②
第
一
章
前
掲
⑩
。

③
第
｝
章
前
掲
⑩
。

④
　
第
一
章
　
前
掲
⑪
。
な
お
、
駿
河
国
正
税
帳
の
食
料
供
給
記
事
中
に
は
、
伝
使

　
と
そ
れ
以
外
の
往
来
人
の
区
別
は
み
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
入
物
は
と
も
に
中

　
央
官
司
に
所
属
す
る
官
人
で
あ
り
、
伝
符
の
支
給
を
受
け
た
伝
使
で
あ
っ
た
可
能

　
性
が
あ
る
。

⑤
も
っ
と
も
、
周
防
国
正
税
帳
等
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
伝
使
は
、
ほ
と
ん
ど
が
国

　
府
を
目
的
地
と
す
る
赴
任
国
司
な
ど
と
い
っ
た
帯
駅
路
郡
を
往
来
し
た
人
物
で
あ

　
る
よ
う
に
、
非
帯
駅
路
郡
に
お
け
る
伝
使
の
往
来
は
稀
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
お
そ
ら
く
は
そ
う
し
た
状
況
が
、
厩
牧
令
置
駅
馬
粂
の
「
其
伝
馬
毎
レ
郡
各
五
」

　
に
つ
い
て
の
古
記
・
令
釈
や
跡
記
の
注
釈
に
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑥
な
お
、
豊
後
国
正
税
帳
に
お
い
て
、
大
宰
府
使
に
随
行
し
た
国
司
が
「
国
司
巡

　
行
部
内
」
と
分
類
さ
れ
る
一
方
で
、
大
宰
府
使
が
「
巡
行
伝
使
」
で
は
な
く
「
往

　
来
伝
使
」
と
分
類
さ
れ
て
い
る
の
は
、
伝
使
が
豊
後
国
の
外
か
ら
や
っ
て
き
て
、

　
豊
後
国
の
外
へ
去
っ
て
い
く
こ
と
が
意
識
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

⑦
『
続
日
本
紀
』
養
老
三
年
（
七
一
九
）
七
月
十
三
日
条
。
「
（
前
略
）
管
下
国
司
。

　
若
有
三
非
違
及
侵
コ
漁
百
姓
殉
則
按
察
二
親
自
撰
省
。
量
レ
状
即
日
。
（
後
略
）
」
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⑧
門
井
直
哉
「
律
令
時
代
の
郡
家
立
地
に
関
す
る
一
考
察
」
史
林
八
三
－
一
、
二

　
〇
〇
〇
。

⑨
隅
類
聚
三
代
格
』
巻
一
八
、
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
＝
月
三
日
太
政
官
符
所

　
引
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
七
月
　
九
日
官
符
。

⑩
a
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
八
、
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
～
○
月
一
〇
日
勅
。

　
b
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
八
、
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
＝
月
三
日
太
政
官
符
。

⑪
魍
類
聚
三
代
格
』
巻
一
八
、
延
贋
＝
年
（
八
〇
二
）
一
二
月
太
政
官
符
所
引

　
延
暦
～
～
年
六
月
七
日
勅
。

⑫
前
章
で
み
た
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
三
月
乙
巳
条
か
ら
、

　
神
護
景
雲
二
年
以
降
、
山
陽
道
上
を
通
行
す
る
国
司
は
駅
に
よ
っ
て
迎
送
さ
れ
る

　
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
（
た
だ
し
、
伝
馬
制
そ
の
も
の
は
神
護
景

　
雲
二
年
以
降
も
延
暦
＝
年
ま
で
は
駅
路
以
外
を
通
行
す
る
縦
使
の
た
め
に
存
続

　
し
た
で
あ
ろ
う
。
）
だ
と
す
れ
ば
、
山
陽
道
諸
国
の
帯
駅
路
郡
に
関
し
て
は
、
延

　
暦
～
～
年
以
降
も
新
任
国
司
の
迎
送
用
と
し
て
伝
馬
が
再
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
可

　
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

⑬
も
っ
と
も
、
伝
馬
の
維
持
や
新
任
国
司
の
迎
送
業
務
は
民
衆
に
大
き
な
負
担
を

　
強
い
る
も
の
で
あ
り
、
伝
馬
制
は
次
第
に
衰
退
し
て
い
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
先
の
『
日
本
後
紀
㎞
弘
仁
三
年
（
八
＝
一
）
五
月
乙
丑
条
に
よ
る
と
、
当

　
時
の
新
任
国
司
は
桑
名
郡
榎
撫
駅
か
ら
先
は
水
路
を
と
っ
て
尾
張
国
へ
と
向
か
う

　
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
「
而
徒
澄
二
伝
馬
幻
久
成
二
畏
労
殉
」
と
の
理
由
に
よ
り
桑
名

　
郡
の
伝
馬
が
停
止
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
に
は
門
駅
戸
百
姓

　
遙
コ
送
使
命
殉
山
谷
瞼
深
。
人
馬
疲
弊
。
」
と
の
理
由
か
ら
、
山
賜
道
諸
国
の
新
任

　
国
司
は
西
海
道
に
準
じ
て
海
路
で
赴
任
す
る
こ
と
と
な
り
（
噸
類
聚
王
代
格
臨
巻

　
一
八
、
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
六
月
一
一
日
太
政
官
符
）
、
さ
ら
に
延
喜
式
で
は

　
南
海
道
諸
国
の
泰
和
国
司
も
海
路
で
赴
任
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
（
延
喜
式

　
太
政
官
国
司
島
伝
条
「
凡
新
任
国
司
赴
レ
任
者
。
伊
賀
。
伊
勢
。
近
江
。
丹
波
。

　
播
磨
。
紀
伊
等
六
国
。
会
意
レ
給
二
食
馬
脳
。
志
摩
。
尾
張
。
参
河
。
美
濃
。
若
狭
。

　
越
前
。
丹
後
。
恒
馬
。
美
作
。
淡
路
等
十
国
。
准
レ
位
給
二
食
井
要
幻
山
陽
道
備
前

　
以
西
。
及
南
海
西
海
三
道
等
国
。
並
駿
足
海
路
⑩
給
レ
食
如
レ
法
。
自
余
諸
国
。
及

　
大
宰
帥
大
弐
皆
給
二
伝
符
殉
（
以
下
略
と
、
お
よ
び
民
部
省
下
国
司
赴
任
条
「
凡
山

　
陽
。
南
海
。
西
海
道
等
豊
国
。
新
任
富
人
赴
“
任
者
。
皆
取
二
海
路
唄
侃
令
二
縁
海

　
諸
国
依
レ
週
給
じ
食
。
但
西
海
道
国
司
到
レ
府
。
三
乗
一
隅
伝
馬
殉
其
大
弐
已
上
乃
取
二

　
陸
路
凶
）
延
喜
式
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
蝿
で
は
、
山
陽
道
と
と
も
に
南
海
道
諸
国

　
の
伝
馬
が
完
全
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
南
海
道
の
新
任
国
司
が
海
路
赴

　
任
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
う
措
置
と
考
え
ら
れ
る
。
延
暦
一
志
年
に
伝
馬
が
復
置
さ

　
れ
た
土
佐
国
も
こ
の
段
階
で
伝
馬
が
廃
止
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
延
喜
式
兵
部
省
諸

　
国
駅
伝
馬
条
は
そ
う
し
た
衰
退
期
の
伝
馬
配
置
状
況
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。

⑭
　
な
お
永
田
英
明
は
、
延
喜
式
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
齢
に
み
え
る
伝
馬
配
置
状
況

　
に
つ
い
て
、
①
駅
路
が
通
じ
て
い
る
国
で
さ
え
も
、
延
喜
式
太
政
官
国
司
食
伝
条

　
で
伝
馬
利
用
か
ら
除
外
さ
れ
た
国
に
至
る
ル
ー
ト
に
は
伝
馬
は
遣
か
れ
な
い
こ
と
、

　
②
伝
馬
は
国
内
諸
郡
（
駅
）
の
う
ち
都
か
ら
国
府
所
在
地
に
至
る
ル
ー
ト
上
に
の

　
み
設
置
さ
れ
、
例
え
駅
路
と
い
え
ど
も
そ
れ
以
外
の
道
に
は
置
か
れ
な
い
傾
向
が

　
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
の
伝
馬
配
置
は
太
政
官
国
司
食
伝

　
条
の
規
定
と
深
い
関
係
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
第
｝
章
前
掲
⑨
）
永
田
は
、

　
①
の
典
型
例
と
し
て
志
摩
・
若
狭
・
丹
後
、
②
に
つ
い
て
は
常
陸
・
信
濃
・
陸
奥

　
を
挙
げ
て
い
る
が
、
確
か
に
こ
れ
ら
の
国
の
帯
駅
路
郡
で
伝
馬
を
配
置
し
な
い
事

　
例
に
つ
い
て
は
、
太
政
官
国
司
食
伝
条
と
の
関
係
で
あ
る
程
度
説
明
が
可
能
と
思

　
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
②
に
挙
げ
ら
れ
た
国
に
関
し
て
い
え
ば
、
陸
奥
国
で
は
国
府

　
ま
で
の
ル
ー
ト
上
に
あ
る
磐
瀬
・
安
達
・
名
取
の
諸
役
に
も
伝
馬
は
設
置
さ
れ
て

　
い
な
い
。
ま
た
、
国
府
に
至
る
ル
ー
ト
上
の
帯
駅
路
郡
で
あ
り
な
が
ら
伝
馬
が
設

　
置
さ
れ
て
い
な
い
郡
は
他
の
諸
国
で
も
散
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
山
陰
道
の

　
出
雲
・
石
見
の
両
国
に
い
た
っ
て
は
伝
馬
が
全
く
設
畳
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
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の
郡
に
伝
馬
が
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
つ
い
て
は
、
太
政
官
国
司
食
伝
条
と
の

関
係
だ
け
で
は
説
明
が
で
き
な
い
が
、
あ
る
い
は
伊
勢
国
桑
名
郡
よ
う
な
個
別
の

地
域
的
事
情
に
よ
っ
て
伝
馬
が
廃
止
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

四
　
お
　
わ
　
9
2
　
に

律令期の伝馬制と交通路体系について（門井）

　
以
上
、
「
伝
路
」
概
念
の
再
検
討
を
通
じ
て
、
律
令
期
の
伝
馬
制
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
近
年
の
「
伝
路
」
概
念
は
、
伝

使
に
対
す
る
伝
馬
や
食
料
の
供
給
は
郡
家
で
な
さ
れ
て
い
た
と
の
理
解
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
管
長
に
対

す
る
供
給
は
郡
家
以
外
の
場
所
で
も
行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
意
訳
は
多
く
の
場
合
、
帯
駅
路
郡
で
は
駅
路
、
非

帯
駅
路
郡
で
は
在
来
の
幹
線
交
通
路
を
伝
馬
に
よ
っ
て
逓
送
さ
れ
て
目
的
地
ま
で
到
達
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
伝
使
の
目
的
に
よ
っ
て
は

郡
内
各
所
を
当
該
郡
の
伝
馬
で
巡
行
し
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
伝
使
や
伝
馬
は
、
必
ず
し
も
郡
家
間
交
通
路
上
の
み

を
往
来
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
交
通
路
上
を
往
来
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
往
来
が
駅
路

上
に
限
定
さ
れ
る
駅
使
・
駅
馬
と
大
き
く
異
な
る
点
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
伝
馬
制
と
は
、
そ
れ
自
体
は
駅
制
と
管
理
系
統
を
異
に
す
る
独
立
し
た
交
通
制
度
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
運
用
に
際
し
て
は
、
駅

馬
に
対
す
る
駅
路
の
よ
う
に
専
用
の
交
通
路
を
用
意
す
る
の
で
は
な
く
、
駅
路
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
交
通
路
上
で
の
利
用
を
想
定
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
伝
馬
制
は
、
尊
書
の
み
で
は
カ
バ
ー
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
律
令
国
家
の
中
央
－
地
方
間
交
通
を
補
完
す
る

制
度
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
お
そ
ら
く
律
令
国
家
は
、
中
央
一
地
方
間
の
急
速
大
事
の
連
絡
を
目
的
と
し
た
貫
首
と
は
別
に
、
全

郡
一
律
五
疋
を
設
置
原
則
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
交
通
路
上
で
運
用
し
う
る
伝
馬
制
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
の
隅
々
に
ま
で
統
治
を
行
き

渡
ら
せ
る
こ
と
を
企
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
伝
馬
制
は
八
世
紀
末
に
廃
止
さ
れ
た
後
、
九
世
紀
に
再
び
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
頃

の
伝
馬
は
新
任
国
司
の
迎
送
に
の
み
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
帯
駅
路
郡
の
み
に
配
置
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
伝
馬
の
利
用
が
駅
路
上
に

限
定
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
九
世
紀
以
降
の
伝
馬
制
は
、
駅
制
そ
の
も
の
の
補
助
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
八
世
紀
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の
そ
れ
と
は
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
郡
家
間
交
通
路
を
伝
馬
制
と
関
連
づ
け
て
「
駅
路
」
と
呼
称
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
「
伝
話
」
な
る
交

通
路
体
系
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
が
無
意
味
と
な
ろ
う
。
ま
た
「
郡
家
の
交
通
機
能
」
を
指
し
て
「
伝
（
制
）
」
と
称
す
る
事
例
も
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
そ
の
よ
う
な
制
度
の
存
在
を
前
提
に
郡
家
聞
交
通
路
を
「
伝
路
」
と
呼
称
す
る
こ
と
も
不
適
切
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
郡
家
間
交
通
路
に
対
し
て
「
伝
路
」
な
る
呼
称
を
用
い
る
こ
と
は
、
律
令
国
家
に
あ
た
か
も
駅
路
と
「
難
路
」
と
い
う
二
つ
の

独
立
し
た
交
通
路
体
系
が
存
在
し
、
機
能
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
の
で
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
律
令
期
の

わ
が
国
に
お
け
る
国
家
レ
ベ
ル
の
交
通
路
体
系
と
し
て
位
置
づ
け
得
る
の
は
駅
路
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
基
本
的
に
は
ロ
ー
カ
ル
な
交
通

路
と
し
て
認
識
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
見
地
に
立
つ
場
合
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
駅
路
の
変
化
に
つ
い
て
も
従
来
と
は
異
な
っ
た
見
方
を
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
九
世
紀
以
降
、
駅
路
が
直
線
的
路
線
か
ら
迂
回
路
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
「
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

路
」
に
駅
路
が
吸
収
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
「
要
路
」
な
る
交
通
路
体
系
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
そ
の

よ
う
な
変
化
も
あ
く
ま
で
も
駅
路
が
ロ
ー
カ
ル
な
交
通
路
へ
と
遷
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
駅
路
の
変
化

は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
八
世
紀
末
に
駅
家
の
維
持
と
駅
路
の
保
持
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

③る
。
し
か
し
そ
の
現
象
自
体
は
、
駅
路
が
別
の
国
家
的
交
通
路
体
系
に
吸
収
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
ロ
ー
カ
ル
な
交
通
路
が
駅
路
と
い
う
国

家
的
交
通
路
体
系
に
組
み
込
ま
れ
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
最
近
、
こ
れ
ま
で
の
「
伝
路
」
に
か
わ
っ
て
、
①
郡
家
間
を
結
ぶ
道
、
②
郡
関
連
交
通
施
設
を
相
互
に
結
ぶ
道
、
③
郡
家
と
郡
関
連
交

通
施
設
と
を
結
ぶ
道
、
④
郡
家
と
国
府
を
結
ぶ
道
、
⑤
郡
関
連
交
通
施
設
と
国
府
と
を
結
ぶ
道
、
な
ど
の
郡
を
単
位
と
し
た
交
通
で
使
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
道
を
「
郡
道
」
と
総
称
す
る
こ
と
が
市
大
樹
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
て
い
る
。
出
雲
国
で
は
一
国
単
位
で
の
交
通
路
体
系
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
『
出
雲
国
風
土
記
』
巻
末
記
か
ら
う
か
が
え
、
ま
た
同
『
風
土
記
臨
の
各
回
記
に
は
、
各
郡
家
か
ら
隣
接
所
出
に
至
る
道
程
が
記
さ
れ
て

124 （894）



律令期の伝馬制と交通路体系について（門井）

い
る
。
ま
た
先
に
み
た
伊
勢
総
計
記
帳
で
は
、
水
田
の
検
校
に
国
司
を
派
遣
す
る
旨
を
記
し
た
国
符
は
二
乱
作
成
さ
れ
、
「
道
止
」
と
「
道
後
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
送
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
う
「
事
前
」
「
道
後
」
と
は
交
通
路
を
軸
と
し
た
行
政
ブ
ロ
ッ
ク
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、

国
や
郡
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
る
＝
疋
の
交
通
路
体
系
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
郡
道
」
と

い
う
名
称
の
適
否
に
つ
い
て
本
稿
で
検
討
す
る
用
意
は
な
い
が
、
国
レ
ベ
ル
な
い
し
郡
レ
ベ
ル
の
交
通
路
で
特
に
公
用
に
資
す
る
も
の
に
対
し

て
何
ら
か
の
呼
称
を
与
え
、
駅
路
や
そ
の
他
の
交
通
路
と
概
念
上
区
別
す
る
こ
と
は
確
か
に
一
案
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
し
て
も
、

こ
れ
ら
の
道
は
ま
ず
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
り
、
伝
馬
制
と
い
う
国
家
的
交
通
制
度
と
の
関
係
は
二
次
的
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

①
　
佐
賀
県
吉
野
ヶ
里
周
辺
で
発
掘
さ
れ
た
西
海
道
駅
路
は
、
奈
良
時
代
後
半
に
は

　
側
溝
が
埋
没
し
て
幹
線
道
路
と
し
て
の
機
能
を
失
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　
（
a
豊
田
忠
昭
「
肥
前
神
埼
郡
に
お
け
る
駅
路
と
周
辺
宮
衙
的
建
物
群
の
調
査
」

　
条
里
制
研
究
四
、
一
九
八
八
。
b
佐
賀
県
教
育
委
員
会
編
『
吉
野
ヶ
里
鰍
本
文
編
、

　
四
八
二
～
四
九
六
頁
。
）
一
方
、
奈
良
時
代
駅
路
の
条
里
二
里
分
南
の
位
概
に
は
、

　
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
の
糊
観
世
音
寺
資
材
帳
㎞
に
見
え
る
「
神
埼
郡
七
条
駅
家

　
黒
」
の
遺
称
地
名
と
み
ら
れ
る
門
駅
ヶ
黒
」
が
あ
り
、
奈
良
時
代
の
終
わ
り
頃
か

　
　
〔
付
記
〕
　
本
稿
投
稿
後
、
松
原
弘
宣
「
地
方
官
の
交
通
と
伝
馬
制
」

　
　
つ
た
が
、
そ
の
内
容
は
本
稿
と
も
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、

　
　
な
お
、
本
稿
作
成
に
際
し
て
は
、
　
一
部
に
平
成
一

　
　
　
　
　
　
（
古
代
交
通
研
究
一

　
　
　
　
　
　
あ
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

一
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
奨
励
費
三
三
五
四
）
を
使
用
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
福
井
大
学
教
育
学
部
助
教
授
　
福
井

　
ら
平
安
時
代
前
期
に
か
け
て
の
あ
る
時
期
に
駅
路
が
変
更
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

　
れ
て
い
る
。

②
木
下
良
「
古
代
道
路
研
究
の
近
年
の
成
果
」
『
古
代
を
考
え
る
古
代
道
路
』
吉

　
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
、
二
五
頁
。

③
前
掲
②
。

④
第
二
章
前
掲
⑮
。

⑤
平
川
南
「
古
代
の
翠
帳
と
軍
制
」
九
州
史
学
＝
六
、
一
九
九
六
。

　
　
　
　
一
、
二
〇
〇
一
）
が
公
表
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
言
及
で
き
な
か
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tried　to　use　these　proposals　in　an　effort　to　create　a　break－through　in　the

negotiations．　The　succeeding　Foreign　Minister　Okuma　Shigenobu　fashioned　a　Rew

draft　in　cooperation　with　Germany　and　particularly　the　Unked　States．　Throughout

ak　these　processes，　lnoue　played　a　very　important　role　as　an　advisor．　The　newly

drafted　treaty，　which　was　designed　without　employ　of　foreign　judges　or　the

issuance　of　law　codes，　appeared　to　have　been　settled　by　the　ninth　month　of　the

twenty－first　year　of　the　Meiji　era　（1888），　but　was　finally　incorporated　within　the

frarnework　of　the　final　di　aft　presen・ted　by　lnoue　at　the　previous　conference．

　　On　the　other　hand，　the　“stroRg　tactics”　that　cha！racterized　Okuma’s　negotiations

consisted　primanly　of　two　strategies一　first，　separated　negotiations　depenCting　on

coRditional　interpretations　of　most－favored－nation　clauses，　and，　second，

renunciation　of　the　existing　treaties．　The　first　strategy　owed　much　to　those　who

had　been　associated　with　the　Foreign　Ministry　since　tlte　time　of　lnoue，　and

particularly　to　Hatoyama　Kazuo　and　Henry　Denison，　but　the　second　derived　from

the　poHcy　proposal　of　the　舳erican　joumalist　E。H．　House，　a　private　a圭（韮e　to

Okuma，　who　had　promoted　Oktirna’s　inclusion　in　the　cabinet．

　　The　public　relations　carnpaign　of　propaganda　begun　at　the　opening　of　the

negotiations　was　a　joint　creation　of　lnoue　and　Okuma．　Tltey　took　simultaReously　a

concMatory　line　toward　the　British　diplomatic　representatives　in　Japan　and

thireatening　posture　hnting　at　a　decisive　renunciation　of　the　treaties．

　　In　other　words，　the　negobiations　of　Okuma　were　a　result　of　cooperation

between　lnoue，　who　had　more　experience　in　p｝anning　treaties　and　rich　connection

among　the　diplomatic　corps，　and　Okuma，　who　maintained　his　own　“brain　trust”　and

had　tke　backing　of　portion　of　the　non－govemmental　sector．

The　Actual　Condition　of　the　Tenma　System　and　the　National　Road　System

　　　　　in　Ancient　Japan：　A　Reconsideration　of　the　Conception　of　Denro

By

KADOI　Naoya

in　ancient　Japan，　there　were　two　tra£［ic　systems，　the　elei駅system　and　te㎜a

伝馬system．　In　the　tenma　system，飾e　horses　caRed　tenma，　were　statloned勧

each　county郡，　and　were　provided　to　messengers　called　denshi伝使．　Recently，

it　has　come　to　be　supposed　that　there　existed　roads　for　the　tenma　horses　and
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denshi　messengers，　and　that　these　roads　were　c証ed　denro伝路．　More

specficahy，　the　roads　linking　every　govemment　offce　within　a　county，　caRed

guulee郡家，　on　which　the　tenma　and　denshi　traveled，　have　come　to　be　considered

denro．　ln　short，　it　is　supposed　that　the　road　system　in　ancient　Japan　was

composed　o銑wo　major　systems，　caHed　eJeiro駅路and　denr（）．

　　However，　several　problems　arise　if　the　roads　that　linked　the　guufee　are　termed

denro．　Firstly，　it　assumes　that　tenma　horses　were　stationed　only　in　counties　that

had　efeiro．　Secondly，　it　assumes　that　there　were　denshi　messeRgers　who　tiraveled

to　and　from　the　gaulee　without　employing　tenma　horses．　Thirdly，　it　assumes　tltat

tenma　horses　were　statiened　only　at　the　guufee　and　that　the　denshi　messengers

always　traveled　to　and　from　the　guulee　othces．　And　fourthly，　it　assumes　other

functloRs　of　the　county　related　to　trathc，　such　as　proviCljrig　meals　for　traveRers　and

conveying　othcial　documeRts　among　the　various　guufee　othces，　can　be　subsumed

witl血the　concept　of口伝，　and　it　also　supposes　that　the嬬脚system　was　a

part　of　the　den．

　　Exartming　historical　records　and　the　relationship　of　the　guulee　ocaces　and　the

Iocation　of　ancient　roads，　tlte　foHowing　facts　have　come　to　light．　（1）　ln　relatlon　to

the　first　problem　noted　above，　tenma　horses　were　stationed　in　all　counties，

including　those　that　did　not　coRtain　efeiro．　（2）　As　regards　the　second　problem，　it　is

clear　that　in　general　denshi　were　never　free　to　come　and　go　among　the　guulee

without　employing　the　tenma　horses．　（3）　lt　is　very　probable　that　denshi

messengers　were　provided　meals　and　tenma　horses　by　other　facmaties　in　addition

to　the　guuke　othces．　（4）　ln　no　instance　was　the　word　den　used　for　the　broad

trarec　functions　of　a　county　in　historicai　records．

　　It　is　highly　probable　tltat　denshi　messengers，　who　in　principle　left　the　capital　for

the　provirices　on　tenma　horses，　traveled　along　the　ekiro　in　order　to　take　the

shortest　possible　route　to　their　destinations．　On　the　other　hand，　it　is　a｝so

probable　that　they　may　have　traveled　oR　Emy　road　in　the　county　on　tenma　horses，

depending　on　their　purposes．　This　point　distinguishes　the　system　from　that　of　the

θ雇，血wh呈ch　efeiba駅馬were　Hmited　to　traveling　only　on　the　eleiro．

　　in　concluding，　it　is　inappropriate　to　call　the　roads　linking　the　guufee　ocaces　denro

and　to　assume　there　existed　a　separate　highway　system　besides　the　eleiro．　The

tenma　system　dfiered　from　the　elei　system　in　that　no　special　roads　were　prepared

for　the　tenma　horses，　and　the　horses　could　travel　on　any　iocal　road，　includmg　the

efeiro．　in　this　sense，　the　tenma　system　can　be　regayded　as　a　system　designed　to

complete　the　traffic　system　by　linkirig　the　capital　and　the　provinces，　whiclt　the　efei

system　could　not　cover．

　　The　tenma　systera　was　abotished　at　the　end　of　the　eighth　ceRtury，　and　revived
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in　the　ninth　century．　But，　in　this　later　stage，　tenma　horses　were　supplied　only　in

the　counties　that　had　eleiro，　and　were　used　only　by　the　oficials　of　provincial

capitals　on　their　way　to　their　new　posts．　Following　its　revival　in　the　ninth

century，　the　character　of　the　tenma　system　differed　from　that　of　the　eighth，　and　it

may　be　regarded　as　the　assistant　to　the　eki　system．
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